
f
w支
局
、
先

第
六
十

一
巻

第

f虎

卒
成
十
四
年
十
二
月
護
行

江
陵
鳳
風
山
漢
簡
再
考

佐

原

康

夫

は

じ

め

に

I

葬

迭

文

書

類

E

一O
競
墓
出
土
簡
陥
棚

田

皇
正
と
郷
里
枇
舎

お

わ

り

に

- 1-

lま

じ

め

一
九
七
三
年
か
ら
七
五
年
に
か
け
て
、
湖
北
省
江
陵
牒
の
鳳
風
山

一
帯
で
、
前
漠
時
代
前
期
、
文
帝

・
景
帝
時
代
の
竪
穴
木
榔
墓
が
多
数
調

査
さ
れ
た
。
護
掘
さ
れ
た
墓
葬
の
い
く
つ
か
は
、
地
下
水
の
影
響
か
ら
、
木
製
品
や
繊
維
製
品
な
ど
有
機
物
の
保
存
紋
態
が
非
常
に
良
好
で
あ

っ
た
。
し
か
も
複
数
の
墓
で
、
副
葬
品
リ
ス
ト
で
あ
る
遣
策
が
出
土
し
て
お
り
、
記
載
さ
れ
た
品
目
と
副
葬
品
と
を
照
合
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
れ
ほ
ど
燦
件
の
整
っ
た
罷
掘
例
は
、
中
国
考
古
撃
史
上
に
お
い
て
極
め
て
稀
で
あ
る
。
大
き
な
木
榔
と
豊
富
な
副
葬
品
を
持
つ

一
六
人
競
墓

(
l
)
 

に
つ
い
て
、
近
年
改
め
て
詳
細
な
琵
掘
報
告
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
拳
術
的
意
義
の
大
き
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。

405 
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江
陵
鳳
風
山
漢
墓
か
ら
出
土
し
た
簡
膿
類
の
中
で

一
O
競
墓
か
ら
出
土
し
た
も
の
は
、
郷
里
に
お
け
る
租
税
徴
収
に
関
係
す
る
も
の
や
商

業
関
係
の
契
約
書
な
ど
、
内
容
が
多
岐
に
及
ぶ
こ
と
か
ら
、

ひ
と
こ
ろ
歴
史
研
究
者
の
注
目
を
集
め
た
。
護
掘
筒
報
と
同
時
に
公
表
さ
れ
た
中

園
の
研
究
者
に
よ
る
研
究
を
踏
ま
え
て
、

日
本
で
は

一
九
七

0
年
代
か
ら
八

0
年
代
初
頭
に
か
け
て
、

(
2
)
 

い
く
つ
か
公
表
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
日
中
で
重
ね
ら
れ
た
研
究
の
成
果
と
し
て
、

一
O
競
墓
出
土
の
簡
績
を
紹
介
し
つ
つ
、

商
業
活
動
や
銭
納
人
頭
税
制
の
資
料
と
し
て
活
用
し
た
業
績
が
、

一
O
競
墓
の
被
葬
者
が
、
出
土
し
た
木
印
か
ら
名
を
「
張
値
」
と
い
い
、
景
帝
の
初
年
に
南
郡
江
陵
牒
西
郷
卒
里
の
里
正
を
務
め
て
い
た
と
思

わ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し

一
O
競
墓
出
土
筒
臆
は
、
記
載
の
特
色
か
ら
い
く
つ
か
に
分
類
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
の
多
く
は
表
題
も
な
く
、
文
書
や
帳
簿

と
し
て
完
結
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
も
賓
は
疑
わ
し
い
、
断
片
的
な
資
料
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
に
お
い
て
は
、
誰
が
何
の
た
め
に
書
い
た
の

か
と
い
う
、
基
本
的
な
覗
黙
が
定
ま
ら
ぬ
ま
ま
、
論
者
の
関
心
に
感
じ
た
解
調
停
に
任
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
さ
ら
に
そ
の
後
、

問
晶
子
界
の
閥
心
が
雲
夢
秦
簡
に
過
度
に
集
中
し
た
こ
と
も
手
侍
っ
て
、
江
陵
鳳
風
山
漢
簡
は
研
究
が
不
十
分
な
ま
ま
、

い
つ
の
間
に
か
影
が
薄
く

- 2-

な
っ
て
し
ま

っ
た
。

と
は
い
え
、
出
土
後
三
O
年
近
く
を
経
過
し
た
現
在
も
、
漢
代
の
郷
里
の
動
き
が
直
接
に
書
か
れ
た
資
料
は
、
江
陵
鳳
嵐
山
漢
筒
以
外
に
な

か
な
か
見
あ
た
ら
な
い
こ
と
も
事
賓
で
あ
る
。
こ
の
貴
重
な
資
料
に
、
現
在
の
簡
臆
研
究
の
水
準
か
ら
改
め
て
光
を
あ
て
て
み
る
こ
と
が
で
き

な
い
か
。
こ
れ
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
筒
臆
の
う
ち
一

O
競
墓
出
土
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
依
然
と
し
て
鮮
明
と
は
言
い
難
い
園
版
が
部
分

的
に
公
表
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
新
た
に
濁
自
の
稗
讃
を
行
う
の
は
困
難
だ
が
、
そ
れ
で
も
検
討
の
絵
地
は
さ
ま
ざ
ま
に
残
さ
れ
て
い
よ

ぅ
。
不
十
分
を
承
知
の
上
で
、
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
分
析
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。



葬

迭

文

書

類

(
1
)
 
遣

策

漢
代
の
墓
葬
に
副
葬
さ
れ
る
筒
膿
は
、
大
別
す
れ
ば
葬
迭
文
書
類
と
そ
れ
以
外
と
に
分
け
ら
れ
る
。
葬
迭
文
書
類
は
、
遣
策
を
始
め
、
被
葬

者
の
葬
迭
の
際
に
作
成
し
て
副
葬
さ
れ
る
、
儀
種
的
あ
る
い
は
呪
術
的
内
容
を
持
っ
て
い
る
。
江
陵
鳳
風
山
漢
墓
の
場
合
、
遣
策
と
と
も
に
、

冥
界
の
官
吏
に
宛
て
た
公
文
書
の
書
式
を
持
っ
た
葬
迭
文
書
の
存
在
が
注
目
さ
れ
る
。

葬
迭
文
書
類
以
外
の
も
の
は
、
被
葬
者
の
生
前
の
生
活
と
強
く
結
び
つ
き
、
そ
の
結
果
と
し
て
意
国
的
に
副
葬
さ
れ
た
も
の
と
、
偶
然
副
葬

さ
れ
る
に
至
っ
た
も
の
と
の
二
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
江
陵
鳳
風
山
の
場
合
、

一
O
競
墓
に
副
葬
さ
れ
た
様
々
な
簡
膿
の
多
く
は
前
者
に
嘗
た

- 3一

る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
九
競
墓
で
、
安
陸
豚
援
の
公
文
書
臓
が
船
の
模
型
の
屋
根
板
と
し
て
再
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
手
近
な

例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
遣
い
を
踏
ま
え
て
、
ま
ず
遣
策
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
江
陵
鳳
風
山
で
は
、
八
、

。
一
六
七、

一
六
八
競
の
各
墓
葬

で
、
遺
策
な
ど
の
葬
迭
文
書
類
が
、
副
葬
品
を
収
納
し
た
頭
箱
や
遺
箱
の
底
部
に
置
か
れ
て
い
た
。
八
競
墓
、

一
六
人
競
墓
の
遣
策
に
は
、
物

品
名
な
ど
の
文
字
の
下
方
に
、
縦
線
で
チ
ェ

ッ
ク
の
印
が
書
か
れ
て
い
る
。
事
前
に
リ
ス
ト
を
作
っ
て
物
品
の
種
類
と
数
量
を
確
か
め
た
上
で
、

そ
の
リ
ス
ト
か
ら
先
に
木
榔
内
に
収
め
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
リ
ス
ト
と
賓
際
の
副
葬
品
が
、
完
全
に
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

て
い
る
。

江
陵
鳳
風
山
漠
墓
で
は
、
彩
色
を
施
さ
れ
た
木
製
偏
が
多
数
副
葬
さ
れ
、
遣
策
に
も
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
大
き
な
特
色
と
な
っ

(
3
)
 

一
六
八
競
墓
の
遣
策
か
ら
、
木
備
に
関
係
す
る
部
分
を
抜
き
出
し
て
、
次
頁
の
表
1
に
ま
と
め
た
。

い
ま
試
み
に
、

八、

一
六
七、

も
と
も
と
簡
が
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
た
状
態
で
出
土
し
て
い
る
た
め
、
簡
の
配
列
は
便
宜
的
な
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
表
1
に
基
づ
い
て
考

407 

察
を
進
め
よ
う
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表 1 江|凌鳳嵐山漠ー墓濯策に見える奴抑~1雨

8~墓遁策 167蛾墓這策 168娘墓建策

紹車一栄蓋ー 繍坐巾ー 紹車一釆 紹車一乗蓋一馬二匹御一人大奴
豹首車綱 紫蓋ー 家車一乗馬凹匹有議御一人大奴
馬二匹犬二 JllI~牡馬二匹歯六歳
大奴賢御 御者一人
小奴竪従事
大奴甲車盟主
騎馬二匹 従馬男子四人大奴
大奴宜騎
大奴口騎

大奴息謁 識者一人 口者一人大奴
大奴美謁
大奴滞蘇従 口史二人大奴
大奴不敬従
大奴除従執循
大奴郷従執循
亀循ー

大t車線泰巾 資侍女子一人続衣大鱒 美人女子十人大規
大t車紫宣告巾 償大鱒四人
素手巾皆縦縁
大t車縛芝草疎 女子二人持疎枇誘大仰
大輝留人君主疎
大規女口侍 侍女子二人大鱒
大蝉壬侍
大t車畜侍
大輝荷口侍
大t車庫養 養女子二人続衣大鱒 養女子四人大熔
大輝宛養

大奴朗i勝田操錨 大奴一人持錨 回者男女各四人大奴大枠各四人
大奴催来操隻 耕大奴四人
大奴郎中来操隻
大奴来操累
大奴衆来操累
大奴口除乗操口口
大奴熊作法 小奴一人持口口口
大輝盆操姐 小奴一人持組
大婚豹操銀
大嫌幸操銀
大規口青操鎧
大輝盆宣操銀
大鱒口操姐
大嫁幸金操鎧
大蝉葱操姐

船一般
大奴孝機
大奴虞抱
大奴服抱
大奴宮子被
大奴宣摺
大奴兆摺

牛車一乗被口口ニ束 牛牛車一雨 牛車一雨竪一人大奴

牛一匹名黒
牛者一人大奴一人小奴春努

右方綿入籍凡樹九 -凡車一乗馬十匹人樹一船ー綬

- 4一



ま
ず
各
墓
に
つ
い
て
、
賓
際
に
副
葬
さ
れ
た
木
偏
と
遣
策
の
記
載
を
比
較
し
て
お
く
。
八
競
墓
か
ら
は
合
計
四
四
種
の
木
備
が
出
て
お
り
、

遣
策
に
見
え
る
男
女
の
合
計
数
回
三
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
が
、

表
ー
の
末
尾
に
見
え
る
合
計
数

「
樹
九
」
と
は
合
わ
な
い
。
次
い
で
一
六
七
競
墓

に
副
葬
さ
れ
た
木
伺
は
二
四
龍
(
男

て
女
=
ニ
)
、
遣
策
で
は
男
女
一
一
一
ず
つ
の
計
二
四
人
で
、
こ
れ
も
ほ
ぼ
一
致
す
る
。

一
六
八
競
墓
で

は
線
数
回
六
種

(
男
二
二
、
女
二
四
)
の
木
備
が
出
土
し
て
い
る
が
、
遣
策
で
は
三
二
人
(
男
一
四
、
女
一
八
)
し
か
数
え
ら
れ
ず
、
大
き
な
ず
れ

が
あ
る
。
ま
た
表
1
の
末
尾
の
合
計

「
人
冊
こ
と
も
一
致
し
て
い
な
い
。
こ
の
集
計
の
記
載
に
は
「
船

一
般
」
が
奉
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

ス
ト
の
本
文
に
は
見
あ
た
ら
ず
、
船
に
乗
っ
た
五
慢
の
備
も
数
え
ら
れ
て
い
な
い
。

一
六
八
競
墓
の
遣
策
は
元
来
か
な
り
混
乱
が
あ
る
ら
し
い。

こ
れ
ら
の
遣
策
に
共
通
す
る
貼
と
し
て
、
男
女
の
備
が
「
大
奴
」
「
小
奴
」
「
大
輝
」
の
よ
う
に
、
奴
焼
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ

げ
ら
れ
る
。

一
六
七
競
墓
の
「
御
者
」
と
「
謁
者
」
が
わ
ず
か
な
例
外
だ
が
、
「
大
奴
」
の
文
字
が
書
き
漏
ら
さ
れ
た
と
考
え
て
差
し
支
え
な

い
だ
ろ
う
。
遣
策
は
本
来
、
被
葬
者
が
あ
の
世
に
持
ち
込
む
家
財
の
リ
ス
ト
で
あ
り
、
そ
の
中
に
奴
燥
が
含
ま
れ
る
の
は
む
し
ろ
嘗
然
で
あ
る
。

(
4
)
 

同
様
の
記
載
は
甘
粛
武
威
雷
蓋
の
後
漢
墓
で
出
土
し
た
青
銅
備
の
銘
に
も
見
ら
れ
、
被
葬
者
が
墓
中
で
百
し
使
う
奴
縛
と
し
て
備
の
類
を
副
葬

5 -

す
る
こ
と
は
、
漢
代
に
は
一
般
的
な
習
慣
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
八
競
墓
の
遣
策
の
よ
う
に
、
奴
縛
の
偏
に
一
瞳
ご
と
に
名
前
ま
で
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
江
陵
鳳
嵐
山
漢
墓
の
遣
策
の
最
も
ユ

ニ
1
ク
な
特
色
で
あ
る
。

一
六
八
競
墓
の
遣
策
に
は
奴
鱒
の
名
前
が
記
さ
れ
な
い
が
、
葬
迭
文
書
に
は
「
大
奴
良
」
や
「
大
規
盆
」
と
い
う
名

前
が
見
え
、
奴
埠
の
偏
は
や
は
り
名
前
を
持
つ
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
こ
れ
ら
の
伺
が
、
被
葬
者
が
生
前
に
所
有
し
た
奴
鱒
と
一
致
す

る
と
は
限
ら
な
い
。
例
え
ば
八
競
墓
の
「
大
奴
師
持
田
操
錨
」
は
、
農
作
業
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
錨
を
持
つ
大
奴
の
名
前
が
「
師
」
だ
っ
た
こ

と
を
示
す
が
、

い
さ
さ
か
都
合
の
よ
す
ぎ
る
名
前
で
あ
る
。
ま
た
一
六
七
競
墓
遣
策
の
他
の
個
所
に
、
「
誘
嚢
一
盛
、

八
千
金
」
「
素
誘
嚢
一
盛
、

蔦
九
千
金
」
「
繕
笥
合
中
縮
、
直
二
干
高
」
と
あ
る
よ
う
に
、
副
葬
品
が
あ
の
世
で
途
方
も
な
い
債
値
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
例
も
珍
し

く
な
い
。

一
般
に
被
葬
者
が
墓
中
に
持
ち
込
む
副
葬
品
は
、
生
前
の
財
産
の
皐
純
な
複
製
で
は
な
く
、
多
分
に
願
望
を
含
ん
だ
架
空
の
も
の
な

409 

の
で
あ
る
。
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奴
蝉
偽
に
は
役
割
分
捻
が
あ
り
、
大
別
す
れ
ば
、
車
馬

・
従
騎
(
男
)、
侍
従
(
男
)
、
家
内州
労
働
(
女
)
、
農
業
州
労
働

(
男
女
)
に
分
け
ら
れ

る
。
こ
の
う
ち
侍
従
関
係
は
、
被
葬
者
の
身
近
に
侍
す
る
役
割
で
、

「謁
者
」
は
創
や
戟
の
武
器
を
持
っ
た
備
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
家
内
勢

働
の
関
係
で
は
、
「
養
」
が
食
膳
係
、
「
奉
疎
」
が
櫛
な
ど
を
持
つ
小
間
使
い
、
他
は
奥
女
中
か
。
こ
れ
ら
の
役
割
に
比
定
さ
れ
る
備
に
は
、

六
七
競
墓
遣
策
に
「
誘
衣
」
と
書
か
れ
る
よ
う
に
、
細
か
い
文
様
を
持
つ
立
汲
な
衣
装
が
描
か
れ
て
い
る
。

一
六
八
競
墓
遣
策
に
見
え
る
「
美

人
」
と
い
う
の
は
、
美
し
い
女
性
な
の
か
、
天
子
の
後
宮
に
お
け
る
女
官
の
格
競
を
ま
ね
た
の
か
わ
か
ら
な
い
。
ち
な
み
に
一
六
七
競
墓
の
被

葬
者
は
女
性
、

一
六
八
披
墓
は
男
性
で
あ
る
。
農
業
州
労
働
関
係
で
は
、
成
人
男
性
は
錨
の
よ
う
な
大
き
め
の
農
具
を
、
女
性
と
少
年
が
姐
を
持

つ
よ
う
に
、
力
仕
事
と
軽
作
業
が
匡
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。

以
上
の
分
類
に
加
え
て
、
さ
ら
に
船
の
関
係
、
牛
車
の
聞
係
も
あ
げ
ら
れ
る
。
特
に
乗
り
物
と
し
て
船
が
重
視
さ
れ
る
黙
は
、
こ
の
地
域
の

土
地
柄
を
示
し
て
い
よ
う
。
し
か
し
牛
車
は

一
六
八
競
墓
遣
策
の
末
尾
の
集
計
の
中
で
濁
立
し
て
数
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
庚
義
の
農
業
生
産

- 6 ー

用
具
に
属
す
る
と
見
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
役
割
分
揺
は
、
記
載
の
仕
方
や
人
数
に
繁
簡
の
差
は
あ
る
に
せ
よ
、
各
遺
策
で
共
通
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
漠
代
の
人
々
が
死

後
の
世
界
で
、
大
勢
の
召
使
い
を
持
っ
て
豊
か
に
暮
ら
す
こ
と
を
夢
見
た
場
合
の
、
家
政
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
地
上
の
王

侯
貴
族
や
豪
族
た
ち
が
、
こ
れ
に
類
し
た
生
活
を
迭
っ

て
い
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
賓
際
こ
れ
ら
は
皇
帝
の
家
政
機
関
と
も
類
比
が
可
能
で

あ
り
、
車
馬
・
従
騎
関
係
が
太
僕
に
、
侍
従
開
係
が
光
時
動
に
、
家
内
勢
働
が
少
府
や
披
庭
に
あ
た
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
執
事
に

メ
J
l
h
p

、
コ
ッ
ク
、
ボ
デ
ィ
ー
ガ
ー
ド
や
蓮
崎
将
手
と
言
い
換
え
て
み
れ
ば
、
現
代
の
大
金
持
ち
に
も
共
通
し
て
い
る
の
だ
が
。

(
2
)
 
務午山

j会

文

書

江
陵
鳳
風
山
一

六
八
鋭
墓
に
は
、
遣
策
に
加
え
て
、
長
さ
一三一

・
二
糎
、
幅
四

・
四
糎
の
竹
摘
が
副
葬
さ
れ
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る

(/
記
競
は
改
行
を
示
す
。
以
下
同
様
)
。



十
三
年
五
月
庚
辰
、
江
陵
丞
敢
告
地
下
丞
、
市
陽
五
/
大
夫
燈
自
ニ
=R
奥
大
奴
良
等
廿
八
人
、
大
輝
盆
等
十
八
人
、
輯
車
/
二
乗
、
牛
車

一
一
閥
、
口
馬
四
匹
、
脚
馬
二
匹
、
騎
馬
四
匹
、
/
可
令
吏
従
事
、
敢
告
主

(
5
)
 

黄
盛
理
氏
が
早
く
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
漢
代
の

「
惇
」
、
す
な
わ
ち
官
の
護
行
す
る
緩
行
手
形
に
似
た
書
式
を
持
っ
て
い
る
。
江
陵

豚
丞
か
ら
「
地
下
の
丞
」
に
宛
て
て
、
江
陵
豚
市
陽
里
に
居
住
す
る
、
霞
五
大
夫
を
持
つ
「
燈
」
と
い
う
人
物
が
、
副
葬
品
一
式
を
携
え
て
行

く
こ
と
を
知
ら
せ
た
葬
迭
文
書
で
あ
る
。
こ
の
墓
の
被
葬
者
の
口
内
に
は
、
「
逐
」
と
い
う
文
字
が
刻
さ
れ
た
玉
印
が
入
っ
て
お
り
、
文
書
に

見
え
る
「
市
陽
の
五
大
夫
」
は
被
葬
者
自
身
で
あ
る
と
見
て
よ
い
。
「
十
三
年
」
と
い
う
紀
年
は
文
帝
二
二
年

(
前
一
六
七
)
に
あ
た
る
。

同
様
の
副
葬
文
書
は
、

一
O
競
墓
か
ら
出
土
し
た
六
競
績
に
も
見
ら
れ
、
表
裏
爾
面
に
記
さ
れ
た
副
葬
品
リ
ス
ト
に
、
別
筆
で
さ
ら
に
物
品

名
と
数
量
を
書
き
加
え
、
裏
面
の
最
後
に
、

四
年
後
九
月
辛
亥
、
卒
里
五
大
夫
張
僅
敢
告
/
地
下
主
、
僅
衣
器
物
所
口
口
器
物
口
令
/
口
以
律
令
従
事
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と
書
か
れ
て
い
た
。
文
字
が
不
鮮
明
で
通
稗
を
得
な
い
が
、
内
容
的
に
は
一
六
八
競
墓
の
竹
績
と
大
差
な
い
。
「
四
年
後
九
月
」
は
景
帝
四
年

(
前
一
五
三
)
の
閏
九
月
と
考
え
ら
れ
る
。

控
目
さ
れ
る
の
は
、
遣
策
と
葬
迭
文
書
の
開
係
で
あ
る
。

一
O
競
墓
の
例
で
は、

一
枚
の
績
に
、
遣
策
の
要
素
と
葬
迭
文
書
の
要
素
の
雨
方

が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
前
述
の
よ
う
に
文
書
の
方
は
、
既
存
の
遣
策
に
、
副
葬
品
の
追
加
事
項
と
と
も
に
、
別
の
機
曾
に
追
記
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
ま
た
一

六
八
競
墓
の
竹
摘
で
は
、
遣
策
で
は
混
乱
し
て
い
た
奴
縛
偏
の
数
が
、
「
大
奴
良
等
廿
八
人
、
大
規
盆
等
十
八
人
」
の
合
計
四

六
人
と
な
っ
て
お
り
、
男
女
の
内
誇
は
異
な
る
も
の
の
、
副
葬
品
と
ほ
ぼ
針
醸
し
て
い
る
。
こ
ち
ら
も
遣
策
よ
り
後
か
ら
別
に
作
ら
れ
た
と
見

て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
副
葬
品
の
準
備
か
ら
埋
葬
に
至
る
ま
で
の
過
程
の
、
あ
る
段
階
で
遣
策
が
作
ら
れ
、
よ
り
埋
葬
に
近
い
時
期
に
な
っ

て
、
葬
迭
文
書
が
別
に
作
成
さ
れ
て
、

一
緒
に
副
葬
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

」
れ
ら
の
文
書
は
、

一
見
公
文
書
の
よ
う
だ
が
、
賓
際
に
地
上
の
世
界
で
使
わ
れ
た
公
文
書
と
は
か
な
り
異
な
る
。
例
え
ば
一
六
八
競
墓
の

411 

文
書
で
は
、
本
物
の
惇
な
ら
ば
欽
か
せ
な
い
は
ず
の
、
族
行
目
的
と
行
き
先
が
書
か
れ
て
い
な
い
。
ま
た
一

O
競
墓
の
方
は
、
被
葬
者
自
身
が
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「
地
下
主
」
に
通
告
す
る
形
で
書
か
れ
、
も
は
や
俸
の
書
式
の
面
影
を
と
ど
め
て
い
な
い
。
葬
迭
文
書
は
、
必
ず
し
も
地
上
の
特
定
の
制
度
に

依
擬
し
て
作
成
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
公
文
書
風
の
書
式
や
言
葉
遣
い
に
よ
っ
て
内
容
を
権
威
づ
け
て
い
る
と
考
え
る
方
が
よ
い
。
古
く
か

を
伴
、
っ
、

ら
の
穫
制
に
則
り
、
後
の
時
代
に
も
「
随
葬
衣
物
疏
」
と
し
て
受
け
縫
が
れ
た
遣
策
と
は
封
照
的
に
、
葬
迭
文
書
は
あ
る
種
の
流
行
や
地
域
差

(
6
)
 

い
わ
ば
地
方
的
オ
プ
シ
ョ
ン
に
属
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
江
陵
鳳
風
山
一

O
競
墓
の
被
葬
者
は
、
前
述
の
よ
う
に
江
陵
際
西
郷
平
里
の
里
正
「
張
僅
」
な
る
人
物
で
あ
る
。
彼
の
墓
は
、
本

童
干
の
表
に
奉
げ
た
墓
葬
よ
り
も
は
る
か
に
小
規
模
で
、
遣
策
に
記
さ
れ
る
副
葬
品
も
わ
ず
か
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
か
ら
出
土
し
た
筒
臆
類
は
、

彼
の
生
前
の
生
活
と
深
く
結
び
つ
い
た
、
極
め
て
多
彩
な
内
容
を
持
っ
て
い
た
。
章
を
改
め
て
、

一
O
競
墓
の
簡
績
を
検
討
し
て
い
こ
う
。

E 

一
O
競
墓
出
土
簡
臆

(
1
)
 
解

稗

の

方

向
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江
陵
鳳
風
山

一
O
競
墓
で
は
、
六
枚
の
木
履
と
一
七

O
貼
ほ
ど
の
竹
簡
が
出
土
し
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
物
品
や
金
銭
、
人
数
な
ど
を
集
計

し
た
、
帳
簿
の
よ
う
な
内
容
を
持
っ
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
内
容
は
多
岐
に
及
ぶ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
は
断
片
的
な
資
料
で
あ
る
。
従
来
の
研
究

で
は
、
あ
る
者
は
私
文
書
と
し
て
解
掴
押
し
て
被
葬
者
の
地
主
経
営
を
語
り
、
ま
た
あ
る
者
は
同
じ
資
料
を
行
政
文
書
と
し
て
解
調
停
し
て
税
役
制

度
を
論
ず
る
と
い
っ
た
、

い
さ
さ
か
心
許
な
い
扱
い
が
許
容
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
資
料
を
ど
う
扱
え
ば
い
い
の
か
、
ま
ず
考
え
て
お
く

必
要
が
あ
る
。

一
O
競
墓
出
土
の
簡
臆
は
、
も
と
も
と
何
か
の
一
件
書
類
と
し
て
ま
と
ま
り
を
持
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
副
葬
品
で
あ
る
以
上
、

意
園
的
に
墓
中
に
入
れ
ら
れ
た
こ
と
は
確
か
だ
が
、

か
と
い
っ
て
筒
臓
が
特
定
の
意
園
に
沿
っ
て
整
然
と
選
律
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。

ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
に
つ
い
て
見
て
も
、
文
書
や
帳
簿
と
し
て
瞳
裁
を
整
え
て
完
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
の
状
態
、
す
な
わ



ち
表
題
も
日
附
も
な
く
記
さ
れ
た
、
心
覚
え
や
摘
録
と
い
っ
た
段
階
の
、
雑
然
と
し
た
記
録
で
あ
る
。

し
か
し
従
来
の
研
究
に
よ
っ
て
、
被
葬
者
が
里
正
を
務
め
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
お
り
、
筒
膿
の
中
に
租
税
徴
牧
な
ど
行

政
に
関
係
す
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
里
正
の
下
で
ど
の
よ
う
な
記
録
が
作
ら
れ
得
る
か
と
い
う
観
黙
か
ら
、
内
容
を
整
理
し

直
す
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
た
だ
し
漢
代
の
里
正
は
官
吏
で
は
な
く
、
里
を
代
表
し
て
行
政
の
末
端
に
連
な
る
民
間
人
で
あ
る
。
そ
の
手
許
で

作
成
さ
れ
る
記
録
が
、
公
私
に
わ
た
る
様
々
な
内
容
を
持
つ
の
は
む
し
ろ
嘗
然
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
公
私
の
直
別
自
韓
が
、
役
所
に
勤
め
る
官

吏
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
こ
こ
で
必
要
な
の
は
、
断
片
的
で
暖
昧
な
記
述
か
ら
、

一
足
飛
び
に
園
制
や
一
吐
舎
階
級
を
論
ず
る
こ
と
で
は
な
く
、
ま
ず
こ
の

記
録
の
全
耀
か
ら
、
里
正
の
仕
事
を
で
き
る
限
り
蹄
納
的
に
抽
出
し
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
を
出
稜
黙
と
し
て
、
里
と
里
正
、
さ
ら
に
は

郷
里
祉
舎
の
あ
り
方
を
{
貫
誼
的
に
分
析
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
、だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
視
黙
に
立
っ
て
、
賓
際
に

一
O
競
墓
の
筒
摘
を
改
め

て
見
て
み
た
い
。
な
お
、
竹
簡
の

A
類、

B
類
と
い
っ
た
類
別
は
、
蓑
錫
圭
氏
の
分
類
を
示
す
c

ま
た
木
膿
の
う
ち
六
競
膿
は
す
で
に
前
章
で

-9-

紹
介
し
た
の
で
、
こ
こ
で
改
め
て
取
り
上
げ
る
こ
と
は
し
な
い
。

(
2
)
 
田
租
柄
拘
稿
関
係

一
O
競
墓
か
ら
は
、
二
本
の
長
大
な
竹
衡
が
出
土
し
て
い
る
。
長
さ
三
七
糎
絵
り
、
漢
代
の
尺
度
で
一
尺
五
寸
に
あ
た
る
。
装
錫
圭
氏
は

「
大
竹
筒
」
と
呼
ぶ
が
、
現
在
で
は
「
竹
膿
」
と
す
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。
二
本
の
う
ち
一
本
に
は
穀
物
の
量
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
詳
細
に

判
讃
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
残
る

一
本
に
は
、
下
記
の
よ
う
に
四
段
に
わ
た
っ
て
田
租
に
関
係
す
る
内
容
が
書
か
れ
て
い
る
。

413 

市
陽
租
五
十
三
石
三
斗
六
升
少
字

其
六
石

一
升
嘗
護

其
一
斗
大
字
書
官
女

其
七
升
竿
首
口

其
一
石

一
斗
二
升
嘗
耗

其
四
石
五
斗
二
升
嘗
黄
白
術

定
冊
白
石
五
斗
三
升
宇

監
印
口

凡
口
十
一
石
八
斗
三
升
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「
市
陽
」
は
他
の
簡
臓
の
例
か
ら
見
て
「
市
陽
里
」
を
示
し
、
里
全
健
と
し
て
五
三
石
絵
り
の
田
租
が
課
せ
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
う

ち
菜
以
外
で
納
め
ら
れ
た
の
が

一一

石
絵
り
、
そ
の
内
誇
が

「其
:
:
:
嘗
・
:
」
と
書
か
れ
る
。
こ
れ
を
差
し
引
い
て
、
都
合
四

O
数
石
の
粟

官
に
納
付
し
た
財
物
が

が
納
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
最
下
段
に
警
か
れ
た
「
監
印
口
」
は
、

田
租
を
受
け
取

っ
て
封
印
し
た
官
の
印
を
示
す
と
思
わ
れ
る
。

一
尺
五
寸
の
長
い
簡
に
u

記
録
さ
れ
る
こ
と
は
、
前
漠
末
の
江
蘇
儀
徴

一
O
一
競
漢
墓
か
ら
出
土
し
た
「
顧
山
銭
」

に
閲
す
る
記
録
に
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
時
代
は
降
る
が
、
国
税
の
収
税
記
録
で
あ
る
、
長
沙
走
馬
楼
の
三
園
呉
簡
も
、
こ
れ
に
近
い
サ
イ
ズ
で

あ
る
。
江
陵
鳳
風
山

一
O
競
墓
の
竹
臆
も
、
田
租
の
納
付
書
の
控
え
と
見
て
よ
い
。

同
じ
く

一
O
競
墓
の
三
競
臓
に
は
、

田
租
の
附
加
税
で
あ
る
柄
拘
稿
税
に
関
す
る
内
容
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
ち
ら
は
長
さ
二
三
糎
鈴
り
、

幅
五
糎
前
後
の
木
摘
で
、
「
平
里
」
と
「
稿
上
里
」
の
二
つ
の
里
に
つ
い
て
、
各
二
段
を
用
い
て
記
さ
れ
る
。
「
平
里
」
は
一

O
競
墓
の
被
葬
者

「
張
値
」
の
居
住
し
た
里
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

平
里
戸
錦
廿
七
石

田
柄
拘
四
石
三
斗
七
升

凡品川

一
石
三
斗
七
升

八
斗
第
銭

六
石
嘗
稿

定
廿
四
石
六
斗
九
升
嘗
口

田
稿
二
石
二
斗
四
升
宇

相
狗
矯
稿
十
二
石

九
十
四
石
二
斗
八
升
半

稿
上
戸
努
十
三
石

図柄拘

一
石
六
斗
六
升

凡
十
四
石
六
斗
六
升

二
斗
矯
銭

一
石
首
稿

定
十
三
石
四
斗
六
升
給
首
口

回
稿
八
斗
三
升

第
篤
稿
二
石

凡
二
石
八
斗
三
升

一 10一

各
里
と
も
、
「
戸
川
狗
」
と
「
回
努
」
、
「
回
稿
」
と
い
う
税
目
が
共
通
し
て
い
る
。
卒
里
で
は
、
戸
努
と
田
須
の
合
計
=
二
石
絵
り
か
ら
、
銭
に

よ
る
代
納
分
や
、
第
を
稿
に
振
り
替
え
た
分
を
差
し
引
い
て
二
四
石
絵
り
、

回
稿
と
努
か
ら
の
振
り
替
え
分

(
努
一
石
あ
た
り
稿
二
石
で
換
算
)

が
合
わ
せ
て
一

四
石
鈴
り
と
な

っ
て

い
る
。
稿
上
里
も
同
様
に
集
計
さ
れ
て
い
る
。
努
稿
が
戸
と
回
に
分
け
て
賦
課
さ
れ
た
こ
と
は
初
見
。
戸
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鄭里菓簿

i 鄭里菓簿凡六十一石七斗

2 戸人霊能回一人口一人 国人畝 + [1 移越人戸 貸八斗二年四月乙[依]

3 戸人償能回一人口三人 回十畝 + [1 貸一石

4 戸人陸牛能回二人口四人 田十二畝 + [1 貸一石二斗

5 戸人野能回四人口八人 田十五畝 +日 貸一石五斗

6 戸人口i古能回二人口二人 田十八畝 +円 貸一石八斗

7 戸人口能回二人口三人 回廿畝 /今口奴受 貸二石

8 戸人立能回二人口六人 回廿三畝 + [1 貸二石三斗

9 戸人越人能回三人口六人 国対畝 + [1 貸三石

10 戸人不章能回四人口七人 国対七畝 + [1 貸三石七斗

11 戸人勝能回三人口五人 回五十四畝 + [1 貸五石四斗

12 戸人虜能回二人口四人 回廿畝 + [1 貸二石

13 戸人積能回二人口六人 回廿畝 + [1 貸二石

14 戸人小奴能回二人口三人 国対畝 + [1 貸三石口一石五-

15 戸人ft能回三人口四人 回廿畝 +円 貸二石

16 戸人定民能回四人口四人 田川畝 + [1 貸三石

17 戸人背周能回三人口六人 廿七畝 + ロ 貸二石七斗

18 戸人口奴能回四人口七人 田廿三畝 + [1 貸二石三斗

19 戸人口奴能回三人口口人 回世畝 + [1 貸四石

20 戸人口口能回四，、口六人 国対十三畝 + [1 貸三石三斗

21 戸人公土田能回三人口六人 国廿ー畝 + [1 貸二石ー斗

22 戸人耕能回四人口五人 国対畝 + [依]

23 戸人朱市人能田三人口四人 国対畝 [鉄]

24 戸人口奴能回三人口三人 田口四畝 [依]

25 戸人口口能田二人口三人 回廿畝 + [[1] [貸二石]

26 口口公士市人能回三人口四人 田知二畝 [依]

表2

努
の
数
字
か
ら
見
て
、
稿
上
里
の
戸
数
は
卒
里
の
牟
分
ほ
ど

だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(
3
)
 
種
穀
貸
輿
閥
係

一
O
競
墓
出
土
の
竹
簡
は
長
さ
二
三
糎
、
幅
0
・
七
糎
で
、

一
簡
に
一
行
ず
つ
書
か
れ
る
。
竹
筒
の
う
ち
二
六
簡
が
、

「
鄭
里
菓
簿
」
の
題
を
持
つ
帳
簿
と
し
て
集
成
さ
れ
て
い
る

(A
類
)
。
こ
れ
を
表
2
と
し
て
掲
げ
る
。
こ
の
帳
簿
は
、

鄭
里
の
「
戸
人
」
の
名
、
各
戸
の

「能
回
」
(
農
作
業
の
可
能

- 11ー

な
成
人
)
と
口
数
、
耕
地
面
積
、
貸
し
付
け
た
穀
物
量
を
記

し
て
い
る
。
穀
物
量
は
耕
地
一
畝
あ
た
り
一
斗
の
割
合
に
な

っ
て
い
る
。
耕
地
面
積
の
下
の
欄
は
、

チ
ェ
ッ
ク
と
備
考
に

あ
た
る
。

2
の
「
移
越
人
戸
」
は
、
こ
の
土
地
の
耕
作
が
同

里
の
越
人
と
い
う
人
物
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
を
意
味
す

る
。
ま
た

7
の
「
今
日
奴
受
」
は
、
穀
物
が
戸
人
以
外
の
人

に
渡
さ
れ
た
と
い
う
注
記
だ
ろ
う
。

耕
地
面
積
を
基
準
に
少
量
の
穀
物
が
貸
輿
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
こ
の
穀
物
は
種
籾
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
「戸

人
」
は
、
「
市
陽
戸
人
孫
婚
」

(
一
O
競
墓
出
土
木
尺
)
「
市
陽



戸
の
耕
地
面
積
が
、

戸
人
嬰
」

(
一
六
八
競
墓
出
土
銭
衡
)
の
よ
う
に
器
物
の
銘
に
も
見
ら
れ
、

オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
な
書
き
方
で
あ
る
。
ま
た
貸
輿
の
釘
象
と
な
っ
た
各
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い
ず
れ
も
ひ
ど
く
狭
小
で
あ
る
こ
と
か
ら
見
て
、
こ
れ
は
国
家
が
貧
農
救
済
の
た
め
に
行
な
っ
た
種
籾
貸
輿
で
あ
る
と
考

え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
2
に
見
え
る
「
二
年
」
と
い
う
紀
年
は
、
文
帝
の
後
二
年
(
前
二
ハ
二
)
か
景
帝
二
年

(前

一
五
五
)
の
ど
ち
ら
か
だ
が
、

一
O
競
墓
の
埋
葬
年
代
か
ら
見
て
、
後
者
の
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。

(
4
)
 銭

納

税

関

係

四
競
・
五
競
木
臆
に
は
、
銭
納
人
頭
税
に
関
係
す
る
内
容
が
見
ら
れ
る
。
ま
ず
四
競
木
臆
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

首
利
正
月
定
算
百

一
十
五

正
月
算
問
二
給
創
刊
費

n

正
月
算
十
四
吏
奉
P

正
月
算
十
三
吏
奉
P

正
月
算
廿
口
傍
迭

P

正
月
算
口
口
口
口

p

嘗
利
二
月
定
算
百

一
一
月
第
十
四
吏
泰
P

二
月
算
十
三
吏
奉
H

一一
月
算
廿
口
口
口
繕
兵

p

一一一月算
十
四
吏
奉

n

三
月
算
十
三
吏
奉

三
月
算
六
惇
迭

- 12 

あ
る
年
の
正
月
か
ら
三
月
ま
で
に
つ
い
て
、
嘗
利
里
に
お
け
る
銭
納
税
の
割
り
嘗
て
表
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。
「
正
月
定
算
百

一
十
五
」
「
二

月
定
算
百
」
は
、
月
々
の
課
税
封
象
の
線
数
を
示
す
。
三
月
に
つ
い
て
は
「
定
算
」
の
記
載
を
紋
く
。
「
算
若
干
」
は
算
(
課
税
草
位
)
ご
と
に

課
せ
ら
れ
る
銭
額
、
「
吏
奉
」
な
ど
は
そ
の
用
途
で
あ
る
。
「

p
」
は
チ
ェ
ッ
ク
の
印
。
な
お
裏
面
に
一
行
、
「
努
二
石
矯
銭
」
と
書
か
れ
て
い

る
が
、
努
稿
に
閲
す
る
別
内
容
の
メ
モ
と
見
ら
れ
る
。

五
競
木
摘
は
、
市
陽
里
と
鄭
里
に
お
け
る
銭
納
税
の
納
付
記
録
で
、
表
裏
一
七
行
に
わ
た
っ
て
記
さ
れ
る
。



(
表
)
市
陽
二
月
百
一
十
二
算
、
算
対
五
、
銭
三
千
九
百
廿
、
正
値
付
西
郷
値
佐
纏
吏
奉

P

受
正
口
二
百
加
入

市
陽
二
月
百
一
十
二
算
、
算
十
、
銭
千
一
百
廿
、
正
値
付
西
郷
佐
賜
「
口
銭

p
」

市
陽
二
月
百
一
十
二
算
、
算
入
、
銭
八
百
九
十
六
、
正
僅
付
西
郷
恒
佐
纏
「
惇
迭

p
」

市
陽
三
月
百
九
算
、
算
九
、
銭
九
百
八
十
一
、
正
僅
付
西
郷
値
佐
賜

市
陽
三
月
百
九
算
、

算
廿
六
、
銭
二
千
八
百
品
川
四
、
正
僅
付
西
郷
値
佐
賜

市
陽
三
月
百
九
算
、
算
八
、
銭
八
百
七
十
二
、
正
僅
付
西
郷
値
佐
賜

市
陽
四
月
百
九
算
、
算
廿
六
、
銭
二
千
八
百
品
川
四
、
正
値
付
西
郷
恒
佐
賜

市
陽
四
月
百
九
算
、
算
入
、
銭
八
百
七
十
二
、
正
値
付
西
郷
僅
佐
賜

(
裏
)
市
陽
四
月
百
九
算
、
算
九
、
銭
九
百
八
十
て
正
僅
付
西
郷
僅
佐
賜
四
月
五
千
六
百

市
陽
四
月
百
九
算
、
算
九
、
銭
九
百
八
十
て
正
値
付
西
郷
僅
佐
賜
六
十
八

市
陽
五
月
百
九
算
、
算
九
、
銭
九
百
八
十
て
正
僅
付
西
郷
佐
口

市
陽
五
月
百
九
算
、
算
廿
六
、
銭
二
千
八
百
品
川
四
、
正
値
付
西
郷
佐
口

市
陽
五
月
百
九
算
、
算
入
、
銭
八
百
七
十
二
、
正
憧
付
西
郷
佐
口
五
月
四
千
六
百
八
十
七

市
陽
六
月
百
廿
算
、
算
対
六
、
銭
四
千
三
百
廿
、
付
口
得
奴

鄭
里
二
月
七
十
二
算
、
算
対
五
、
銭
二
千
五
百
廿
、
正
値
付
西
郷
僅
佐
纏
吏
奉
P

鄭
里
二
月
七
十
二
算
、
算
入
、
銭
五
百
七
十
六
、
正
値
付
西
郷
健
佐
纏
停
迭
口

鄭
里
二
月
七
十
二
算
、
算
十
、
銭
七
百
廿
、
正
値
付
西
郷
佐
賜
口
銭
H

一 13-

こ
ち
ら
は
里
名
、
月
、
課
税
封
象
数
、
課
税
車
債
、
銭
額
を
記
し
た
後
に
、
西
郷
の
役
所
に
納
付
し
た
記
録
が
書
か
れ
て
い
る
。
納
税
の
際
に

作
ら
れ
る
納
付
書
の
控
え
を
書
き
並
べ
た
よ
う
な
罷
裁
で
あ
る
。
税
を
納
め
た
「
正
憧
」
は
里
正
の
名
、
お
そ
ら
く
被
葬
者
「
張
値
」
自
身
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
を
受
け
取
っ
た
郷
吏
「
値
」
は
郷
の
有
秩
か
音
夫
(
同
名
異
人
か
)
、
他
に
「
佐
一
が
三
人
ほ
ど
数
え
ら
れ
る
。
税
の
用
途
は
、

鄭
里
に
つ
い
て
は
き
ち
ん
と
記
さ
れ
る
が
、
市
陽
里
に
つ
い
て
は
記
載
が
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
市
陽
の
二
月
分
、
「
口
銭
」
「
惇
迭
」
は
こ
こ
だ

け
文
字
が
大
き
め
で
、
後
か
ら
書
き
加
え
ら
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
四
月
、
五
月
に
つ
い
て
は
、
月
ご
と
の
納
付
総
額
が
追
記
さ
れ

417 
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て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
銭
納
税
の
記
録
は
、
月
別
、
用
途
別
に
細
か
く
分
け
て
課
税
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
線
額
が
従
来
の
想
定
を
越
え
る
高

額
だ
っ
た
こ
と
で
、
拳
界
を
驚
か
せ
た
。
い
ま
少
し
、
詳
細
に
木
腐
の
記
載
を
見
て
み
よ
う
。
四
競
木
績
で
は
「
吏
奉
」

一
四
銭
と
一
三
銭
が

各
月
に
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
五
競
木
績
で
は
二
六
銭
、

八
銭
、
九
銭
の
項
目
が
セ
ッ
ト
で
繰
り
返
し
現
れ
る
。
こ
の
黙
か
ら
見
て
、
各
月
に

ほ
ほ

一
定
の
用
途
と
金
額
が
割
り
嘗
て
ら
れ
、
そ
こ
に
臨
時
的
な
も
の
が
加
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
各
里
の
課
税
釘
象
数
が
月
ご
と

に
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
種
の
税
が
、
定
ま
っ
た
年
額
を
月
別
に
分
割
し
て
徴
収
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
各
里
に
現
住
す
る
課
税
箪

位
を
針
象
と
し
て
、
月
ご
と
に
改
め
て
賦
課
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

し
か
し
五
競
木
績
で
は
、
郷
吏
の
名
前
が
だ
い
た
い
月
ご
と
に
共
通
し
て
お
り
、
月
別
線
額
の
記
載
も
見
ら
れ
る
か
ら
、
賓
際
の
納
付
は
一

括
し
て
月
に
一
度
程
度
で
、
納
付
書
が
用
途
別
に
作
ら
れ
た
と
考
え
て
よ
い
。
市
陽
里
の
三
月
、

四
月
は
二
箇
月
分
が
ま
と
め
て
納
め
ら
れ
た

可
能
性
も
あ
る
。
ま
た
市
陽
里
と
鄭
里
の
二
月
分
は
、
記
載
の
順
序
は
異
な
る
が
内
容
は
共
通
し
て
お
り
、

二
里
分
が
同
時
に
納
め
ら
れ
た
と

- 14-

見
ら
れ
る
。
た
だ
し
こ
の
月
は
、
受
け
取
っ
た
郷
更
の
名
前
が
異
な
り
、
最
低
二
度
に
わ
た
っ
て
納
税
さ
れ
て
い
る
が
。
三
箇
月
分
の
細
目
を

ま
と
め
て
チ
ェ
ッ
ク
し
た
四
競
木
摘
も
、
こ
の
よ
う
な
一
括
し
た
納
税
方
法
を
反
映
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

い
か
な
る
時
代
と
地
域
に
あ
っ
て
も
合
理
的
と
は
い
え
な
い
。

代
か
ら
見
て
、
呉
楚
七
園
の
乱
前
後
の
混
乱
が
影
響
し
て
い
る
可
能
性
も
排
除
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
こ
れ
が
、
前
漢
一
代
を
通
じ

と
は
い
え
こ
の
よ
う
な
目
ま
ぐ
る
し
い
課
税
方
法
は
、

一
O
競
墓
の
埋
葬
年

て
全
固
で
繍
い
た
の
か
ど
う
か
、
疑
問
な
し
と
し
な
い
。
あ
く
ま
で
も
こ
の
時
期
の
、
南
郡
の
郡
治
江
陵
燃
に
お
け
る
事
例
と
し
て
見
て
お
き

噌
-
ミ

0

4
J
'
i
v
 

(
5
)
 
賦

{生

目自

係

韮
錫
圭
氏
は

C
類
と
し
て
一
七
黙
の
竹
簡
を
集
成
し
て
い
る
。
い
く
つ
か
例
を
あ
げ
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。



郭
乙
二
戸

館
行

少

日

冠
口
都
二
戸

粂
行

少

日

口
昆
論
二
戸

善
行

少

日

越
人
口
二
戸

唐
行

少

日

上
官
巴
人
聖
二
戸

口

青

告子

少

日

こ
れ
は
賦
役
拙
労
働
に
閲
す
る
記
録
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
後
四
川
青
川
勝
五

O
競
秦
墓
か
ら
出
土
し
た
、
有
名
な
田
律
木
臆
の
裏
面
に
も
見
ら
れ

る
。
里
内
の
住
民
二
戸
に
つ
き
一
名
が
割
り
嘗
て
ら
れ
、
賓
際
に
州
労
働
に
出
か
け
た
人
名
が
中
段
に
記
さ
れ
る
。
「
少
一
日
-
は
、
割
り
嘗
て

の
州
労
働
日
数
に
釘
す
る
不
足
分
を
示
す
、
だ
ろ
う
。
最
後
の
上
官
巴
人
と
聖
の
二
戸
に
つ
い
て
は
、
割
り
嘗
て
日
数
を
複
数
の
人
聞
が
交
代
で
務

め
、
な
お

一
日
分
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

部
得
二
、
任
甲
二
、
宋
財
二
、

野
人
四

-
凡
十
算
徒
一
男

一
女

-
男
野
人
女
恵

- 15一

装
錫
圭
氏
が

B
類
と
し
て
集
成
し
た
竹
筒

一
一
貼
も
、
同
様
に
賦
役
枇
労
働
に
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
。
例
を
あ
げ
れ
ば
次
の
と
お
り
。

寄
三
、
口
一
、
口
て
張
母
三
、
夏
幸
一

徒
一
男

一
女

男
母
耶
女
口
口

口
口

て

挑
卑
三
、
口
口
三
、
寅
三

-
凡
十
算
徒
一
男
一
女

-
男
孝
女
橡

長
一
、
説
て
不
害
二
、
口
伏
=
一
、

口
三

-
凡
十
算
徒
一
男
一
女

-
男
口
女
嬬

こ
ち
ら
は
、
皇
内
の
成
人
住
民
を
、
戸
ご
と
の
人
数
を
組
み
合
わ
せ
て
一

O
名
ず
つ
の
グ
ル
ー
プ
と
し
、
そ
の
う
ち
か
ら
男
女
一
人
ず
つ
を
選

ぴ
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
「徒
」
は
、
文
献
史
料
で
は
強
制
移
住
を
表
す
言
葉
だ
が
、
そ
の
場
合
は
家
族
単
位
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
強
制
移
住
で
は
な
く
、
他
の
地
で
の
州
労
働
に
駆
り
出
し
た
も
の
と
考
え
た
い
。

419 
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(
6
)
 
そ

の

山
山

，aqE
'
 

一
O
競
墓
出
土
筒
般
に
は
、
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
租
税
や
賦
役
に
関
係
し
た
も
の
以
外
に
、
内
容
の
は

っ
き
り
し
な
い
も
の
が
少
な
か
ら
ず

存
在
す
る
。
こ
れ
を
そ
の
他
と
し
て
一
括
し
て
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

装
錫
圭
氏
が

D
類
と
し
て
集
成
し
た
三
O
勃
あ
ま
り
の
竹
簡
は
、
簡
の
上
端
に
人
名
だ
け
が
記
さ
れ
た
、
名
簿
の
よ
う
な
健
裁
だ
と
さ
れ
る
。

「
・
楊
人
」
「
楊
累
」
「
大
女
楊
凡
」
、

「
・
郭
貞
」
「
郭
惰
」
の
よ
う
な
例
が
あ
げ
ら
れ
る
。
人
名
の
前
に
黒
丸
印
が
附
け
ら
れ
る
も
の
も
四
結

あ
る
。

次
に
帳
簿
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
。
護
錫
圭
氏
が

E
類
と
し
て
分
類
し
た
も
の
は
、
次
に
あ
げ
る
よ
う
に
銭
の
出
納
簿
で
あ
る
。

四
月
丁
巳
機
甲
人
舎
卒
里
酒
二
石
田
斗
直

[鉄
]

[
紋
]
斗
直
九
十
口
八
新

一
束
四

[
鉄
]
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六
月
十
六
日
丁
卯
決
郷
至
十
月
十
日

・
凡
三
月
廿
三
日
所
出
・
凡
千
八
百
口
八

簡
の
幅
や
書
き
方
か
ら
、

E
類
に
は
も
う

一つ
別
の
帳
簿
も
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
ち
ら
は

[
紋
]
卒
里
五
十
三

[
紋
]
里
銭
口
二
千
九
百
品
川
二
口
受
敬
里
銭
三
百
口
十
六

の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
が
、

い
ず
れ
も
断
片
的
で
、

何
の
帳
簿
な
の
か
判
然
と
し
な
い
。

装
錫
圭
氏
の
分
類
で

F
類
と
さ
れ
る

一
群
は
、

一
二
簡
に
及
ぶ
。

七
月
四
日
付
五
翁
伯
泉

一
唐
品
川
・
笥
三
合
合
五
十
四
直
百
六
十
四

七
月
十
六
日
付
司
馬
伯
泉
一
唐
品
川
二

の
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
麻
糸
に
つ
い
て
、
銭
で
計
算
し
た
皐
債
と
量
、
渡
し
た
相
手
を
記
し
て
い
る
。
こ
れ
が
商
取
引
な
の
か
ど
う
か
は
、
簡



面
か
ら
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
一
競
木
績
に
は
、

一
面
に
「
載
翁
仲
七
十
」
「
王
翁
季
五
十
」
「
張
母
由
」
な
ど
、
三
段
に
わ
た
っ
て
一
六
名
の
人
名
と
数
字
が
列
奉
さ
れ
て

い
る
。
数
字
に
は
五

O
、
四
O
が
多
く
、
お
そ
ら
く
銭
の
額
を
示
す
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
を
何
の
た
め
に
ど
う
し
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。

も
う
一
面
に
は
「
不
没
者

陳
黒

宋
則
湾
」
と
書
か
れ
、
二
人
の
人
名
を
記
す
。
こ
の
木
績
は
ど
ち
ら
が
表
な
の
か
、
雨
面
が
内
容
の
関
連

を
持
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
も
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

最
後
に
二
競
木
摘
は
、
内
容
が
何
と
か
判
明
し
、
文
章
と
し
て
誼
む
こ
と
の
で
き
る
数
少
な
い
事
例
で
、
表
に
は

「中
販
共
侍
約
」
と
大
き

な
文
字
で
記
さ
れ
て
い
る
。
裏
面
の
本
文
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
試
み
に
訓
讃
を
併
記
す
る
。

口
口
口
三
月
辛
卯
、
中
販
販
長
張
伯
、
口
兄
、
口
仲
、
陳
伯
等
七
人
、
/
相
奥
矯
販
約
。
人
販
銭
二
百
。

珠
矯
/
販
。
即
販
直
行
共
侍
。
非
前
謁
、
病
不
行
者
、
罰
日
品
川
、
母
入
者
口
庸
買
。
/
器
物
不
具
、
物
責
十
銭
。

及
亡
販
、
共
負
之
。
/
非
其
器
物
檀
取
之
、
罰
百
銭
。

約
二

・
曾
銭
備
。
不
備
、
勿

-
共
事
己
器
物
致
傷
之
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-
販
吏
令
舎
、
不
曾
曾
日
罰
五
十
。
/
曾
而
計
不
具
者
、
罰
比
不
舎
、
第
販
吏
口

器
物
及
人
。

-
販
吏
李
口

口
口
年
三
月
辛
卯
、
中
販
の
販
長
張
伯
、
口
兄
、
口
仲
、
陳
伯
等
七
人
、
相
奥
に
販
約
を
篤
す
。
人
ご
と
に
販
銭
二
百
。
約
二

・
曾
銭
備

わ
る
。
備
わ
ら
、ざ
れ
ば
、
珠
に
販
を
矯
す
な
か
れ
。
町
し
販
し
て
行
に
直
れ
ば
、
共
に
侍
せ
よ
。
前
謁
に
あ
ら
ず
し
て
病
に
て
行
か
、
ざ
る

者
は
、
罰

日
ご
と
に
品
川
、
人
な
き
者
は
口
庸
し
て
貰
せ
よ
。
器
物
具
わ
ら
ざ
れ
ば
、
物
ご
と
に
責
む
る
こ
と
十
銭
。

共
事
す
る
に
己

に
器
物
こ
れ
を
致
傷
し
て
販
す
る
な
き
に
及
べ
ば
、
共
に
こ
れ
を
負
え
。
其
の
器
物
に
あ
ら
ず
し
て
撞
い
ま
ま
に
こ
れ
を
取
れ
ば
、
罰
百

銭

-
販
吏
曾
せ
し
む
る
に
、
曾
日
に
曾
せ
ざ
れ
ば
罰
五
十
。
曾
す
れ
ど
も
計
具
わ
ら
ざ
る
者
、
罰
は
曾
せ
ざ
る
に
比
し
、
販
吏
の
た
め

に
器
物
及
び
人
を
口
せ
よ
。

-
販
吏
李
口

421 

こ
れ
は
、
七
人
が
共
同
で
行
う
商
販
に
関
す
る
規
約
で
あ
る
。
「
販
長
」
の
張
伯
は
被
葬
者
自
身
だ
ろ
う
。
こ
の
規
約
に
加
わ
っ
た
者
は
「
曾
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銭
」
を
出
し
合
い
、
「
販
吏
」
の
指
揮
監
督
の
下
、
共
同
し
て
商
品
を
運
ぶ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
各
項
目
の
規
約
に
違
反
す
る
と
、
罰
金
が

科
せ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
鮪
は
す
で
に
従
来
の
研
究
に
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
賢
言
を
用
い
な
い
。
た
だ
し
こ
の
規
約
を
結

ん
だ
七
人
が
誰
な
の
か
、
全
員
が
あ
げ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
末
尾
の
「
・
販
吏
李
口
」
も
い
か
に
も
落
ち
着
き
が
悪
い
。
そ
の
後
河
南
僅
師
で
出

土
し
た
「
侍
廷
里
父
老
偉
約
束
石
券
」
で
は
、
規
約
の
参
加
者
全
員
の
名
前
が
最
後
に
列
奉
さ
れ
て
い
お
)か

ら
、
「
中
販
共
侍
約
」
に
つ
い
て

も
、
見
聞
き
の
よ
う
に
し
て
績
く
木
臓
が
存
在
し
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
「
そ
の
他
」
の
類
は
、

い
か
に
も
雑
多
な
内
容
と
い
う
ほ
か
な
い
が
、
前
掲
の
租
税
や
賦
役
に
関
係
す
る
公
的
な
も
の
と
比
較

す
る
と
、
人
名
の
表
記
に
額
著
な
遠
い
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
「
そ
の
他
」
に
登
場
す
る
人
名
は
、
「
伯
」
「
仲
」
「
季
」
「
兄
」
「
母
」
の
よ
う

一
O
競
墓
の
被
葬
者
張
僅
の
持
つ
木
印
が
、
「
張
値
」
と

「
張
伯
」
を
南
面
に
刻
し
て

い

日
常
的
に
用
い
る
通
稽
や
字
と
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
高
祖
劉
邦

(ロ)

が
故
郷
で
は
、
字
と
も
通
橋
と
も
つ
か
ぬ
名
「
劉
季
」
で
と
お
っ
て
い
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
。

に
、
親
族
関
係
を
示
す
文
字
を
伴
う
こ
と
が
多
い
。

た
よ
う
に
、
戸
籍
上
の
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
な
名
前
と
、

以
上
、

一
O
競
墓
出
土
の
筒
暗
に
つ
い
て
、
多
岐
に
わ
た
る
内
容
を
簡
単
に
紹
介
し
て
き
た
。
次
に
、
こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
窺
え
る
郷
里
の

。。

性
格
や
、
被
葬
者
の
務
め
た
里
正
と
い
う
役
割
に
つ
い
て
、

さ
ら
に
検
討
し
て
み
た
い
。

E 

里
正
と
郷
里
枇
曾

(1
)
 

一O
競
墓
出
土
簡
臆
に
見
え
る
里
の
性
格

江
陵
鳳
風
山

一
O
披
墓
出
土
の
筒
埴
に
は
、
被
葬
者
張
慢
の
住
ん
だ
卒
里
だ
け
で
な
く
、
市
陽
里
、
鄭
里
、
富
利
里
、
稿
上
里
な
ど
、
複
数

の
里
が
登
場
す
る
。
こ
れ
ら
の
里
の
状
況
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
筒
臆
の
記
載
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。

従
来
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
の
が
鄭
里
で
あ
る
。
こ
の
里
で
は
「
鄭
里
菓
簿
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
貧
農
救
済
の
た
め
の
種
籾
貸
興
が
行



わ
れ
、
戸
ご
と
の
州
労
働
力
や
家
族
の
構
成
、
耕
地
面
積
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
本
来
貧
農
を
釣
象
と
し
た
事
業
の
記
録
で
あ
る
か
ら
、
救
済
の

針
象
に
な
ら
な
い
戸
は
出
て
こ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し

「鄭
里
菓
簿
」
の
「
能
回
」
数
の
合
計
六
九
名
は
、
五
競
木
膿
に
見
え
る
鄭
里

の
銭
納
税
の
課
税
釣
象
七
二
算
と
極
め
て
接
近
し
て
い
る
。
鄭
呈
で
は
、
貧
農
と
し
て
救
済
を
受
け
な
い
戸
は
わ
ず
か
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
し
か
も
前
掲
表
2
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
各
戸
の
耕
地
面
積
は
ひ
ど
く
狭
小
で
あ
り
、
官
か
ら
種
籾
貸
輿
を
受
け
た
と
こ
ろ
で
、
自
家
消

(
日
)

費
分
の
穀
物
さ
え
生
産
で
き
な
い
戸
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

一
方
、
市
陽
里
に
つ
い
て
、
竹
臆
に
見
え
る
田
租
と
五
競
木
績
の
銭
納
税
の
記
載
を
重
ね
合
わ
せ
て
み
よ
う
。
市
陽
里
の
田
租
の
賦
課
額
は

五
三
・
四
石
ほ
ど
、
税
率
は
収
穫
の
三

O
分
の
一
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
里
の
線
牧
穫
は
一
六

O
O石
ほ
ど
と
考
え
ら
れ
る
。
市
陽
里
の
銭
納
税

負
槍
者
は
最
大
一
二

O
人
。
し
た
が
っ
て
こ
の
里
の
、
成
人
一
人
嘗
た
り
の
農
業
生
産
量
は
一
三
石
絵
り
と
な
り
、

や
は
り
自
家
消
費
分
の
食

料
に
も
足
り
な
い
。
鄭
里
と
市
陽
里
の
住
民
は
、
貧
農
と
い
う
よ
り
も
、
も
と
も
と
農
業
だ
け
で
は
生
き
て
い
け
な
い
人
々
で
あ
っ
た
。

し
か
し
二
つ
の
里
と
も
、
田
租
や
銭
納
税
な
ど
を
ど
う
に
か
完
納
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
市
陽
里
に
は
、
か
な
り
の
富
者
で
あ

っ
た

-19 -

一
六
八
競
墓
の
被
葬
者
が
住
ん
で
い
た
|

|
張
値
よ
り
も
一
四
年
ほ
ど
前
に
死
ん
で
い
る
が
|

|
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
市
陽
里
の
農

業
生
産
額
か
ら
考
え
て
、
彼
が
大
地
主
と
言
え
る
ほ
ど
の
耕
地
を
、
こ
の
里
に
持
っ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
市
陽
里
の
銭

納
税
負
槍
者
は
、
数
箇
月
間
に
一

O
九
人
か
ら
一
二

O
人
の
聞
で
増
減
し
て
い
る
。
同
様
に
四
競
木
臆
に
見
ら
れ
る
嘗
利
里
の
人
数
も
、

箇

月
で
一
一
五
人
か
ら
百
人
と
、
大
幅
な
繁
動
が
見
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
貼
か
ら
見
て
、
鄭
里
、
市
陽
里
、
嘗
利
里
は
、
生
計
の
資
を
か
な
り
の
割
合
で
農
業
以
外
に
依
存
す
る
住
民
の
多
い
、
都
市
的
集

(
日
)

落
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
「
中
販
共
侍
拘
」
に
見
え
る
よ
う
に
、
張
慢
の
住
ん
だ
平
里
も
そ
の
貼
で
は
同
様
だ
っ
た
か
も
し

れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
残
念
な
が
ら
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
里
を
も
っ
て
、
漢
代
の
里
の
典
型
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
は
い
え
、
こ
れ

ら
の
里
の
佳
民
た
ち
は
、
市
籍
に
登
録
さ
れ
た
商
工
民
で
は
な
い
。
狭
小
な
が
ら
耕
地
を
持
っ
て
田
租
を
負
櫓
し
、
貧
農
救
済
に
も
輿
っ
て
い

423 

る
以
上
、
身
分
的
に
は
農
民
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

中
に
は
表
2
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
耕
地
は
持

っ
て
い
て
も
賓
際
の
耕
作
は
他
人
に
任
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せ
る
と

い
っ

た
、
名
目
上
の
農
民
ま
で
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
と
て
漢
代
の
編
戸
の
良
民
の

一
つ

の
姿
な
の
だ
ろ
う
。

一
O
競
墓
の
筒
績
に
見
ら
れ
る
里
は
、
こ
の
よ
う
に
少
し
特
殊
な
里
で
あ
り
、
農
業
生
産
だ
け
で
生
活
す
る
農
民
を
住
民
の
主
穏
と
す
る
、

農
村
的
な
里
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
性
格
が
、
銭
納
税
の
賦
課
に
も
現
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
年

一
回
の
収
穫
に
生
計
の

す
べ
て
を
依
存
す
る
、
純
粋
な
農
民
に
針
し
て
、
毎
月
銅
銭
で
税
金
が
課
せ
ら
れ
る
の
は
、
賓
数
性
の
面
か
ら
い
っ
て
到
底
理
解
し
が
た
い
。

前
漠
後
期
の
居
延
漢
簡
で
銭
納
税
が

「
秋
賦
銭
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
牧
穫
の
時
期
を
勘
案
し
て
課
税
さ
れ
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
江
陵

鳳
風
山
漢
衡
に
見
ら
れ
る
銭
納
税
の
賦
課
は
、
時
期
的
特
殊
性
に
加
え
て
、
江
陵
豚
西
郷
の
地
域
性
を
も
反
映
し
た
も
の
だ

っ
た
と
考
え
ら
れ

る

(2
)
 里
正

の

役

割

如
上
の
里
に
お
い
て
、
里
正
は
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
か
、

一
O
競
墓
の
簡
臆
に
即
し
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
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前
章
で
賦
役
開
係
に
あ
げ
た

C
類
竹
簡
で
は
、

二
戸
を

一
組
に
し
て
、
そ
こ
か
ら

一
人
ず
つ
の
賦
役
州
労
働
者
を
出
し
て
い
た
。
こ
れ
は
も
ち

ろ
ん
、
郷
か
ら
の
指
令
に
基
づ
く
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
指
令
は
、

お
そ
ら
く
里
の
戸
数
の
中
十
分
に
あ
た
る
人
数
を
機
械
的
に
割
り
嘗
て

る
だ
け
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
賓
現
す
る
の
が
里
正
の
役
目
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
記
録
が
作
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
同
様
に

B
類
竹
簡
で
は
、
戸
内
の
人
数
を
勘
案
し
て

一
O
名
ず
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
作
り
、

そ
こ
か
ら
男
女
各

一
名
を
選
び
出
す
と
い
う
、
複
雑
な
手
績

き
を
取
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
も
、
「
十
算
に
つ
き
一
男

一
女
」
と
い
う
郷
か
ら
の
要
求
に
、
里
正
が
工
夫
を
凝
ら
し
て
感
じ
た
も
の
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
操
作
は
、
里
の
住
民
名
簿
が
な
け
れ
ば
不
可
能
で
あ
る
。
前
章
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、

D
類
竹
簡
は
名
簿
で
あ
り
、

一
O
競
墓

出
土
の
竹
簡
の
中
で
最
大
数
を
占
め
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
が
卒
里
の
住
民
名
簿
だ
っ
た
と
は
限
ら
な
い
が
、
里
正
の
手
許
に
里
内
の
戸
と

家
族
構
成
を
-
記
し
た
名
簿
が
存
在
し
た
可
能
性
は
高
い
。
銭
納
税
関
係
の
木
臆
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
里
の
住
民
数
は
月
ご
と
に
把
握
さ
れ
て

お
り
、
こ
の
種
の
名
簿
は
頻
繁
に
更
新
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
「
鄭
里
菓
簿
」
か
ら
は
、
戸
ご
と
の
耕
地
面
積
だ
け
で
な
く
耕
作
の
賓
態



ま
で
、
里
正
が
把
握
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

租
税
徴
牧
と
官
へ
の
納
付
も
、
も
ち
ろ
ん
里
正
の
重
要
な
仕
事
で
あ
る
。
前
述
の
田
租
努
稿
関
係
の
記
録
を
、
も
う
少
し
詳
細
に
見
て
み
よ

ぅ
。
市
陽
里
の
田
租
を
記
録
し
た
竹
膿
で
は
、

田
租
の
賦
課
額
が
五
三
石
絵
だ
が
、
賓
際
に
納
め
ら
れ
た
穀
物
に
は
、
粟
以
外
の
穀
物
一
一
石

絵
が
含
ま
れ
て
い
た
。
し
か
も
そ
の
一

一
石
鈴
の
内
誇
は
、
少
量
か
つ
雑
多
な
も
の
の
寄
せ
集
め
で
あ
り
、
計
算
も
合

っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ

る
。
こ
の
竹
績
は
い
く
つ
か
に
割
れ
た
も
の
が
綴
合
さ
れ
て
お
り
、
韓
請
に
も
不
安
が
残
る
が
、
同
様
な
こ
と
は
柄
拘
稿
税
を
F

記
録
し
た
三
競
木

績
に
も
見
ら
れ
る
。

前
述
の
よ
う
に
三
競
木
臆
に
は
、
卒
里
と
稿
上
里
の
努
稿
税
の
詳
細
が
記
さ
れ
る
。
匁
に
つ
い
て
は
、
賦
課
額
か
ら
銭
に
よ
る
代
納
分
と
稿

へ
の
振
り
替
え
分
を
差
し
引
き
、
稿
に
つ
い
て
は
回
稿
と
努
か
ら
の
振
り
替
え
分
を
合
計
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
納
付
額
を
算
出
し
て
い
る
。
要

す
る
に
、
官
か
ら
賦
課
さ
れ
た
努
と
稿
の
額
と
、
賓
際
に
集
め
得
た
努
と
稿
の
額
を
調
整
し
、
不
足
分
を
銭
で
埋
め
合
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
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賓
は
卒
里
の
分
に
つ
い
て
は
、
第
と
稿
の
雨
方
で
計
算
間
違
い
を
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
も
そ
も
刈
草
や
藁
を
、
宇
升

(約
0
・
一
リ

ァ
ト
ル
)

ま
で
正
確
に
量
れ
る
も
の
か
ど
う
か
。
重
要
な
の
は
計
算
の
正
確
さ
よ
り
も
、
こ
の
よ
う
な
操
作
の
持
つ
意
味
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
田
租
や
努

稿
に
つ
い
て
里
正
が
行
な

っ
て
い
る
の
は
、
官
の
賦
課
す
る
租
税
額
に
針
し
て
、

{貫
際
に
徴
収
し
得
た
も
の
に
よ
っ
て
、
と
も
か
く
帳
尻
を
合

わ
せ
て
見
せ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
帳
尻
合
わ
せ
は
、
銭
納
税
の
場
合
に
も
起
こ
り
得
る
。
例
え
ば
五
競
木
腫
に
お
い
て
、
市
陽
里
の
二
月
分
の
記
録
の
後
に
、

「
受
正
口
二
百
耐
八
」
と
い
う
注
記
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
張
値
が
、
他
里
の
里
正
の
某
か
ら
二
四
八
銭
を
受
け
取
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

銭
納
税
納
付
に
関
係
し
て
、
里
正
の
聞
で
銭
の
や
り
取
り
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
税
務
の
慮
理
に
あ
た
っ
て
、
里
正
は
他
里
の
里
正
と
融
通

を
つ
け
合
う
よ
う
な
、
横
の
連
携
を
持

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
張
僅
が
他
の
里
の
税
務
に
頻
繁
に
閥
奥
し
て
い
る
こ
と
も
、
そ
こ
か
ら
理

解
さ
れ
よ
う
。
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前
掲

C
類
竹
簡
で
、
賦
役
労
働
の
日
数
の
不
足
が
記
録
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
里
一
正
は
戸
別
の
租
税
納
入
状
況
を
把
握
し
て
い
た
と
思
わ
れ
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る
。
し
か
し
そ
れ
が
、
租
税
の
未
納
な
ど
の
情
報
と
し
て
、
そ
の
ま
ま
す
ぐ
に
郷
の
役
所
ま
で
傍
わ
る
と
は
限
ら
な
い
。
課
せ
ら
れ
た
租
税
が

(
凶
)

き
ち
ん
と
納
め
ら
れ
て
い
れ
ば
、
官
の
帳
簿
上
そ
の
里
に
未
納
者
は
い
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
里
正
は
官
吏
の
下
請
け
と
し
て
、
軍

な
る
技
術
的
な
数
字
合
わ
せ
を
行
な

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
人
口
や
耕
地
面
積
に
感
じ
て
半
ば
機
械
的
に
賦
課
さ
れ
る
税
役
負
櫓
を
、
里
全
健

と
し
て
調
整
庭
理
す
る
こ
と
は
、
里
正
を
中
心
と
し
て
里
内
で
有
無
あ
い
通
ず
る
こ
と
||
親
族
の
扶
助
や
互
酬
的
や
り
と
り
、

さ
ら
に
は
貸

借
な
ど
に
よ

っ
て
ー
ー
を
、
暗
歎
の
前
提
と
し
て
含
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
里
正
を
中
心
と
し
た
税
役
負
櫓
の
共
同
鹿
理
は
、
里
の
共
同
韓
的
機
能
の

一
つ
の
現
れ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
殊
に
江
陵
綜

西
郷
の
里
の
よ
う
に
、
人
口
の
愛
動
の
大
き
い
都
市
的
集
落
に
お
い
て
は
、
逆
に
税
役
負
拾
の
共
同
庭
理
の
必
要
が
、
里
を
共
同
健
と
し
て
機

能
さ
せ
る
要
因
と
も
な
り
得
る
。
前
章
の
「
そ
の
他
」
で
紹
介
し
た

E
類
竹
簡
に
見
え
る
「
某
里
の
銭
い
く
ら
」
と
い
う
記
載
は
、
里
正
の
も

と
に
里
全
憶
の
曾
計
帳
簿
が
存
在
し
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
里
に
お
け
る
共
同
の
祭
杷
の
よ
う
に
、
官
と
は
関
わ
ら
ぬ
領
域
で
も
、
里
正
の
活

躍
す
る
機
舎
は
首
然
多
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
同
じ
く

E
類
竹
筒
に
見
え
る
「
四
月
丁
巳
、
捺
甲
人
舎
卒
里
、
酒
二
石
四
斗
:
:
:
」
な
ど
は
、

平
里
に
新
た
に
住
み
着
い
た
人
へ
の
祝
儀
か
も
し
れ
な
い
。
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最
後
に
、
以
上
の
よ
う
な
里
と
里
正
の
賓
態
を
踏
ま
え
て
、
文
献
史
料
に
も
覗
野
を
慶
げ
な
が
ら
、
官
僚
機
構
と
里
の
閥
係
を
検
討
し
て
お

き
た
い
。

(3
)
 官
僚
機
構
と
里
正
・
父
老

周
知
の
よ
う
に
漢
代
の
里
正
や
父
老
は
、
民
間
人
と
し
て
行
政
の
末
端
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
。
里
正
に
つ
い
て
は
、
郷
に
お
け
る
人
選
に

(
児
)

基
づ
い
て
牒
か
ら
任
命
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
父
老
に
つ
い
て
は
、
河
南
値
師
出
土
の
「
侍
廷
里
父
老
偉
約
束
石
券
」
に
よ
っ
て
、
里
内

(
悶
)

の
住
民
か
ら

一
定
以
上
の
財
産
額
を
僚
件
と
し
て
任
命
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
里
正
と
父
老
が
、
具
瞳
的
に
ど
の
よ

う
な
開
係
に
あ
る
の
か
は
判
明
し
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
事
例
は
い
ず
れ
も
、
江
陵
鳳
風
山
漢
簡
と
は
か
な
り
年
代
が
離
れ
て
い
る
が
、
参
考



に
は
な
る
だ
ろ
う
。

父
老
に
比
べ
て
、
里
正
は
文
献
史
料
に
め
っ
た
に
登
場
し
な
い
。
わ
ず
か
に
現
れ
る
事
例
と
し
て
、

『漢
書
』
酷
吏
弔
ア
賞
俸
が
あ
げ
ら
れ
る
。

前
漢
後
期
に
長
安
令
と
な
っ
た
手
賞
は
、
戸
曹
橡
史
を
部
し
、
郷
吏
・
亭
長
・
里
正
・
父
老
・
伍
人
と
と
も
に
、
「
市
籍
な
く
し
て
商
販
作
務
」

(
初
)

す
る
軽
薄
少
年
悪
子
を
摘
穫
し
た
。
ち
な
み
に
『
墨
子
』
競
令
篇
に
よ
れ
ば
、
包
園
攻
撃
を
受
け
た
際
、
里
正
や
父
老
は
官
吏
と
協
力
し
て
、

(
幻
)

里
門
の
警
備
と
パ
ト
ロ
ー
ル
、
暴
動
不
審
者
の
逮
捕
に
あ
た
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
江
陵
鳳
風
山
漢
簡
に
は
出
て
こ
な
い
が
、
里
正
や
父
老

の
仕
事
に
は
里
の
治
安
維
持
も
含
ま
れ
て
い
る
。
郷
吏
や
亭
更
な
ど
官
憲
が
里
内
に
立
ち
入
る
機
舎
に
は
、
里
正
や
父
老
が
立
ち
曾
っ
て
協
力

す
る
義
務
を
負
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
績
漢
書
」
百
官
志
に
よ
れ
ば
、
郷
の
有
秩
や
音
夫
の
職
務
は
、

「
民
の
善
悪
を
知
り
て
役
の
先
後
を
篤
し
、
民
の
貧
富
を
知
り
て
賦
の
多

少
を
粛
し
、
其
の
差
品
を
平
ら
か
に
す
る
」
こ
と
で
あ
る
。
租
税
や
徳
役
の
賦
課
を
、
機
械
的
に
平
等
に
行
う
の
で
は
な
く
、
民
の
貧
富
な
ど

の
賓
情
に
感
じ
て
適
切
に
案
配
す
る
こ
と
が
、
郷
吏
の
役
目
で
あ
っ
た
。
し
か
し
江
陵
鳳
風
山
漢
簡
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
{
貫
際
に
は
こ
の
よ
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う
な
調
整
機
能
の
ほ
と
ん
ど
は
、
里
正
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
て
い
る
。
秦
末
の
反
乱
の
際
に
、
陳
絵
が
秦
の
暴
政
を
非
難
し
て
、
役
人
が
や
っ

(
忽
)

て
き
て
一
戸

一
戸
か
ら
租
税
を
か
き
集
め
る
こ
と
を
あ
げ
た
よ
う
に
、
漢
代
の
地
方
行
政
に
お
い
て
は
、
皇
内
の
こ
と
は
里
正
や
父
老
に
任
せ
、

郷
吏
は
も
っ
ぱ
ら
役
所
で
帳
簿
つ
け
を
し
て
い
る
の
が
、
む
し
ろ
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

宣
帝
時
代
、
東
郡
太
守
韓
延
書
は
、
「
城
郭
を
治
め
、
賦
租
を
牧
む
る
に
、
先
ず
明
ら
か
に
其
の
日
を
布
告
し
、
期
舎
を
以
て
大
事
と
矯
す
。

(
幻
)

吏
民
敬
畏
し
て
こ
れ
に
趨
郷
」
し
た
と
い
う
。
径
役
や
租
税
の
徴
収
に
あ
た

っ
て
、

期
日
を
守
る
べ
く
奔
走
し
た
「
吏
民
」
の
中
で
、
最
も
重

要
な
役
割
を
演
じ
た
の
が
、
吏
と
民
の
開
に
位
置
す
る
里
正
や
父
老
だ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
武
帝
の
頃
、
左
内
史
見
寛
を
克
職
に

(
M
)
 

さ
せ
ま
い
と
し
て
、
民
が
滞
納
し
て
い
た
租
税
を
納
め
た
結
果
、
彼
の
考
課
が
殿
か
ら
最
に
跳
ね
上
が
っ
た
よ
う
に
、
里
正
や
父
老
を
軸
と
す

る
民
の
協
力
如
何
が
、
長
吏
の
考
績
を
左
右
す
る
こ
と
も
、
十
分
に
あ
り
得
た
。

427 

し
か
し
こ
の
こ
と
が
、
里
内
の
賓
情
を
そ
の
ま
ま
官
が
把
握
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
里
正
の
把
握
す
る
賓
情
と
、
里
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正
に
よ

っ
て
贋
範
な
調
整
が
行
わ
れ
た
後
で
郷
吏
に
報
告
さ
れ
る
情
報
と
が
、
何
が
し
か
議
離
し
て
い
る
の
は
嘗
然
で
あ
る
。
宣
帝
が
郡
園
の

(
お
)

上
計
簿
を
「
具
文
の
み
」
と
評
し
た
よ
う
に
、
地
方
の
{
貫
情
と
行
政
的
に
報
告
さ
れ
た
そ
れ
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
レ

ベ
ル
の
富
事
者
の
思
惑
に

よ
っ
て
、
ず
れ
を
績
大
し
て
い
く
。
そ
の
過
程
は
、
最
末
端
の
里
と
郷
の
開
で
、
す
で
に
始
ま

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
吏
民
の

「
協

カ
」
は
、
園
家
の

一
方
的
な
支
配
の
貫
徹
で
は
な
い
。

他
方
、
里
正
や
父
老
の
代
表
す
る
里
が
共
同
髄
的
側
面
を
持
つ
と
し
て
も
、
だ
か
ら
と
い

っ
て
彼
ら
を
原
始
共
同
憶
の
遺
制
の
よ
う
に
考
え

る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
江
陵
豚
西
郷
の
諸
里
の
よ
う
に

「
市
籍
な
く
し
て
商
販
作
務
」
し
、

か
つ
里
内
の
貧
富
の
差
の
大
き
い
里
に
お
い
て
も
、

彼
ら
を
通
じ
て

一
定
の
共
同
健
的
機
能
が
働
い
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。
多
様
な
里
が
そ
れ
ぞ
れ
に
愛
化
し
な
が
ら
、
な
お
国
家

の
行
政
に
針
し
て
共
同
総
的
に
機
能
し
績
け
る
。
そ
れ
は
漢
代
の
里
が
、
多
様
な
枇
曾
的
要
豪

T

|例
え
ば
租
税
負
捲
や
貧
富
の
差
、
任
侠
や

豪
族
の
存
在
を
も
含
む
ー
ー
を
取
り
込
ん
で
姿
を
繁
え
な
が
ら
、
絶
え
ず
擬
制
の
共
同
穏
と
し
て
再
生
産
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
も

官
僚
機
構
に
よ
る
支
配
が
、
里
の
共
同
種
的
運
営
を
促
進
し
つ
つ
、
同
時
に
賦
課
に
耐
え
得
ぬ
も
の
を
弾
き
飛
ば
し
て
い
く
の
に
釘
し
て
、

- 24一

ち
ろ
ん
圃
家
に
と

っ
て
そ
の
姿
が
常
に
望
ま
し
い
と
は
限
ら
ぬ
に
せ
よ
、
だ
か
ら
こ
そ
里
は
漠
帝
国
の
基
盤
た
り
得
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

里
正

・
父
老
を
軸
と
し
て
行
わ
れ
る
里
の
共
同
躍
的
運
営
そ
の
も
の
が
、
官
僚
機
構
を
貰
致
的
に
支
え
つ
つ
、
同
時
に
そ
れ
を
形
骸
化
も
し
て

い
る
。
江
陵
鳳
風
山
漢
簡
は
、
互
い
に
支
え
合
い
な
が
ら
せ
め
ぎ
合
う
、
官
僚
機
構
と
里
と
の

一
筋
縄
で
は
い
か
ぬ
関
係
を
物
語

っ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

お

わ

り

以
上
、
江
陵
鳳
風
山
漢
簡
の
多
様
な
内
容
に
整
理
と
検
討
を
加
え
て
き
た
が
、
最
後
に
所
論
を
要
約
し
て
お
こ
う
。

江
陵
鳳
風
山
漢
墓
か
ら
出
土
し
た
遣
策
は
、
賓
際
に
副
葬
さ
れ
た
も
の
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
貼
で
貴
重
で
あ
る
。
特
に
数
多

く
副
葬
さ
れ
て
い
る
人
物
の
木
偏
と
、
遣
策
の
記
載
と
を
封
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
以
下
の
黙
が
指
摘
で
き
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
の
木
偏



は
、
時
に
は

一
躍
ご
と
に
名
前
ま
で
つ
け
ら
れ
、
墓
中
で
被
葬
者
に
仕
え
る
奴
熔
と
し
て
副
葬
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
に
は
、
車
馬

・
従
騎
、
侍

従
、
家
内
州
労
働
、
農
業
拙
労
働
と
い
っ
た
役
割
分
捨
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
富
者
の
家
政
機
構
を
理
想
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
被
葬
者
は
こ
の

よ
う
な
奴
稗
を
含
む
家
財
と
と
も
に
死
後
の
世
界
に
赴
く
が
、
そ
の
際
に
冥
界
の
役
人
に
宛
て
た
文
書
を
携
え
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
種
の
葬

迭
文
書
は
、
明
ら
か
に
遣
策
と
は
別
に
作
成
さ
れ
、
時
期
や
地
方
に
よ
る
特
色
が
見
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
葬
迭
文
書
類
と
は
別
に
、
被
葬
者
の
生
前
の
生
活
を
物
語
る
筒
臆
も
し
ば
し
ば
副
葬
さ
れ
る
。
江
陵
鳳
風
山
漢
墓
の
う
ち

一
O

競
墓
出
土
の
筒
臆
に
は
、
田
租
や
努
稿
、
銭
納
人
頭
税
な
ど
の
徴
収
や
、
商
業
活
動
に
関
わ
る
多
様
な
内
容
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、
被
葬

者
が
里
正
と
し
て
行
な
っ
た
仕
事
、
さ
ら
に
は
そ
の
舞
蓋
と
な
っ
た
里
の
性
格
を
抽
出
し
、
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
こ
こ
に
登
場
す

る
江
陵
豚
西
郷
の
市
陽
里
、
首
利
里
な
ど
の
里
は
、
身
分
的
に
は
農
民
だ
が
、
耕
地
面
積
は
極
め
て
狭
小
で
、
生
計
の
資
を
農
業
以
外
に
頼
る

住
民
が
多
い
と
見
ら
れ
る
。
そ
の
鈷
で
こ
れ
ら
の
里
は
、
都
市
的
性
格
を
持
っ
た
集
落
で
あ
り
、
漢
代
の
里
の
典
型
と
は
い
え
な
い
。

こ
の
よ
う
な
里
の
里
正
を
務
め
た
一

O
競
墓
の
被
葬
者
は
、
田
租
や
努
稿
、
銭
納
人
頭
税
な
ど
の
徴
牧
と
郷
へ
の
納
付
、
ま
た
待
役
勢
働
の
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割
り
嘗
て
と
そ
の
賓
行
に
あ
た
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
公
的
業
務
は
、
直
接
に
は
郷
か
ら
の
指
示
に
基
づ
く
も
の
だ
が
、
そ
の
賓
施
に
つ
い

て
は
、
事
賓
上
里
正
の
裁
量
や
調
整
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
里
正
は
、
里
内
で
、
あ
る
い
は
時
に
近
隣
の
里
と
も
連
携
し
て
、
租

税
や
徳
役
な
ど
の
負
捨
を
調
整
し
、
官
の
要
求
を
全
瞳
と
し
て
満
た
す
機
能
を
果
た
し
て
い
た
。
こ
こ
に
、
国
家
の
行
政
に
釘
し
て
一
種
の
共

同
盟
と
し
て
機
能
す
る
、
漢
代
の
里
の
姿
を
か
い
ま
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

江
陵
鳳
風
山
漢
簡
は
、
文
帝
か
ら
景
帝
に
か
け
て
の
時
代
、
さ
ら
に
南
郡
江
陵
懸
の
地
域
性
が
強
く
反
映
さ
れ
て
お
り
、
漢
代
の
制
度
史
に

閲
す
る
資
料
と
し
て
、
安
易
に

一
般
化
し
て
解
穫
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
あ
る
時
代
と
地
域
の
祉
舎
に
つ
い
て
、
地
上
の
細
民
か

い
わ
ば
縦
断
面
を
示
し
て
い
る
黙
で
、
そ
の
資
料
的
個
性
は
際
だ
っ
て
い
る
。
小
論
が
そ
れ
を
多
少
な
り
と
も
引
き

ら
冥
界
の
富
者
ま
で
の
、

出
せ
て
い
れ
ば
t
辛
い
で
あ
る
。

429 



430 

註(
l
)
 
a
長
江
流
域
第
二
期
文
物
考
古
工
作
人
員
訓
練
班
「
湖
北
江
陵
鳳

風
山
西
漠
墓
愛
撫
簡
報
」
(
文
物

一
九
七
四
年
六
期
)

b
紀
南
城
鳳
風
山

一
六
八
時
抗
漠
墓
後
掘
整
理
組
「
湖
北
江
陵
鳳
風
山

一六
八
披
漠
墓
設
掘
簡
報
」
(
文
物

一
九
七
五
年
九
期
)

C
鳳
風
山

一
六
七
競
漠
墓
後
調
整
理
小
組
「
江
陵
鳳
風
山

一
六
七
銭

渓
墓
後
掘
間
報
」
(
文
物

一
九
七
六
年
一

O
期
)

d
湖
北
省
文
物
考
古
研
究
所
「
江
陵
鳳
風
山

一
六
八
競
漠
纂
」
(
考

古
島
ナ
報

一
九
九
三
年
四
期
)

(2
)

主
要
な
研
究
論
文
を
列
奉
し
て
お
く
。

a
黄
盛
時
岬
「
江
陵
鳳
風
山
淡
背番
問
脱
及
其
在
歴
史
地
理
研
究
上
的
償

値」

(文
物

一
九
七
四
年
六
期
)

b
弘

一
「
江
陵
鳳
風
山
十
競
漠
墓
出
土
簡
臆
初
探
」
(
同
右
)

C

委
錫
圭
「
湖
北
江
陵
鳳
風
山
十
競
漢
墓
出
土
簡
股
考
緯
」
(
文
物

一
九
七
四
年
七
期
)

d
好
並
降
司
「
湖
北
江
陵
鳳
胤
山
十
競
渓
墓
出
土
の
竹
木
簡
版
に

つ

い
て
」

(原
載

一
九
七
六、

同
著

『秦
漠
帝
園
史
研
究
』

未
来

紅

一
九
七
八
所
収
)

E

永
田
英
正
「
江
陵
鳳
風
山
十
競
漠
募
出
土
の
簡
股

l
lと
く
に
算

銭
を
中
心
と
し
て
」
(
原
載
一
九
七
七
、
同
著

『居
延
漢
簡
の
研

究
」

同
開
舎

一
九
八
九
所
収
)

f
波
透
信
一

郎

「古
代
中
園
に
お
け
る
小
農
民
経
営
の
形
成
」

(原

載

一
九
七
八
、
同
著

『中
園
古
代
枇
曾
論
」

青
木
書
庖

一
九

八
六
所
牧
)

g
山
田
勝
芳
「
鳳
風
山
十
競
墓
と
漠
初
の
商
業
」

(東
北
大
叩
学
教
養

部
紀
要
三
一
一
一
一

九
八

ご

h
高
敏
「
従
江
陵
鳳
嵐
山
十
競
漠
墓
出
土
簡
股
看
漢
代
的
口
銭
、
算

賦
制
度
」
(
文
史
二

O

一
九
八
三
)

-
楊
剣
虹
「

H

江
陵
漠
簡
H

研
究
中
的
若
干
問
題
」
(
江
漢
考
古

一
九

九
二
年

一
期
)

(3
)

遣
策
の
岬
禅
譲
は
前
掲
註

(
1
)
d
、
お
よ
び
金
立
「
江
陵
鳳
嵐
山

八
時
抗
漠
墓
竹
筒
試
稼
」

(文
物

一
九
七
六
年
六
期
)、
吉
林
大
祭
考
古

専
業
「
鳳
風
山

一
六
七
競
漠
墓
這
策
考
調
停
」
(
文
物
一
九
七
六
年
一

O
期
)
に
基
づ
く
。

(
4
)

武
威
雷
豪
後
漢
墓
で
出
土
し
た
青
銅
製
馬
備
に
は
、
「
奨
張
君
騎

一
匹、

牽
馬
奴

一
人
」
「
奨
張
君
小
車
馬
、
御
奴

一
人
」
「
巽
張
君
夫

人
輩
車
馬
、
終
車
奴

一
人
、
従
熔
二
人
」
と
い

っ
た
銘
文
が
見
ら
れ

る
。
甘
粛
省
博
物
館
「
武
威
雷
牽
漢
墓
」

(考
古
皐
報

一
九
七
四
年

二
期
)
参
照
。

(
5
)

賛
成
皿
埠
「
関
子
鳳
風
山

一
六
八時抗
渓
墓
的
幾
何
問
題
」

(
考
古
一

九
七
七
年

一
期
)。
漠
代
の
パ
ス
ポ
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
大
庭
怖

「
渓
代
の
関
所
と
パ
ス
ポ
ー
ト
」

(
『
秦
漢
法
制
史
の
研
究
』
創
文
枇

一
九
八
二
所
収
)
参
照
。

(6
)

例
え
ば
甘
粛
武
威
磨
岨
子
の
後
漢
墓
で
は
、
鳩
の
飾
り
を
先
端
に

つ
け
た
杖
が
.
複
数
ず
つ
副
葬
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
は
前
漠

末
に
閲
家
の
敬
老
政
策
の

一
環
と
し
て
、
老
人
に
支
給
さ
れ
た
特
権

の
印
で
あ
る
「
王
杖
」
を
ヒ
ン
ト
と
し
て
、
被
葬
者
が
あ
の
世
で
も

優
遇
さ
れ
る
よ
う
に
と
い
う
、
願
望
を
込
め
た
副
葬
品
だ
ろ
う
。
こ

こ
か
ら
出
土
し
た
有
名
な
「
王
杖
十
筒
」
は
、
王
杖
に
閥
す
る
詔
勅
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や
裁
剣
の
剣
例
を
引
用
し
て
は
い
る
が
、
公
文
書
そ
の
も
の
で
は
な

い
。
い
わ
ば
副
葬
さ
れ
た
杖
の
致
能
書
き
と
し
て
機
能
す
る
、
葬
迭

文
書
の
一
種
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
葬
迭
文
書
の
時

代
や
地
域
に
よ
る
相
遣
を
、
今
後
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
甘

粛
省
博
物
館
「
甘
粛
武
威
磨
岨
子
漠
墓
愛
掘
」
(
考
古
一
九
六

O
年

九
期
)
、
冨
谷
至
「
王
杖
十
筒
」
(
東
方
準
報
京
都
六
四
一
九
九

二
)
参
照
。

(
7
)

揚
州
博
物
館
「
江
蘇
儀
徴
膏
浦
一

O
一
競
西
漠
墓
」
(
文
物
一
九

八
七
年
一
期
)
参
照
。

(
8
)

長
沙
市
文
物
考
古
研
究
所
ほ
か
『
長
沙
走
馬
楼
三
園
呉
筒
嘉
禾

吏
民
国
家
蔚
』
(
文
物
出
版
社
一
九
九
九
)

(
9
)
表
2
の
お
は
、
妥
錫
圭
氏
に
よ
る
綴
合
案
に
よ
っ
て
補
う
。

(
日
)
青
川
牒
五

O
競
秦
墓
出
土
の
回
律
木
崎
閣
の
裏
面
に
は
、
「
四
年
十

一
一
月
不
除
遁
者
」
と
題
し
て
、
三
行
八
項
目
に
わ
た
っ
て
「
口
一

日
」
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
こ
れ
は
公
共
の

「除
遁
」
作
業
に
出
て

こ
な
か
っ
た
人
名
と
日
数
を
記
録
し
た
も
の
と
考
え
る
の
が
自
然
で

あ
る
。
四
川
省
博
物
館
ほ
か
「
青
川
牒
出
土
秦
更
修
田
律
木
勝
」

(
文
物
一
九
八
二
年
一
期
)
参
照
。

(
日
)
黄
士
斌
「
河
南
値
師
懸
愛
現
漢
代
買
田
約
束
石
券
」
(
文
物
一
九

八
二
年
一
二
期
)
。
稗
讃
は
永
田
英
正
編

『漠
代
石
刻
集
成
』
(
同
朋

舎
一
九
九
四
)
参
照
。

(
ロ
)

『史
記
」
巻
八
官
同
組
本
紀
「
高
組
、
浦
豊
邑
中
陽
里
人
。
姓
劉
氏
、

字
季
(
索
隠
、
按
、
漢
高
租
長
兄
名
伯
、
次
兄
名
仲
、
不
見
別
名
、

則
季
亦
是
名
也
)
」
。

(
日
)
註

(
2
)
d
論
文
が
特
に
こ
の
こ
と
を
強
調
す
る
。
な
お
、
食
料

の
消
費
量
に
つ
い
て
は
、
『
漢
書
』
食
貨
志
に
見
え
る
李
慢
の
説
で

成
人
一
箇
月
あ
た
り
一
石
字
、
居
延
漠
簡
に
見
え
る
兵
士
と
家
族
へ

の
食
料
配
給
で
は
こ
れ
よ
り
も
か
な
り
多
い
。

(
日
比
)
田
租
は
文
帝

一
一一一
年
(
前
一

ムハ
七
)
か
ら
全
売
さ
れ
て
い
た
が
、

景
帝
元
年
(
前
一
五
六
)
に
「
竿
租
」
、
す
な
わ
ち
三

O
分
の
一
の

税
率
で
復
活
し
、
以
後
定
制
と
な
っ
た
。
『
漢
書
」
巻
二
四
食
貨
志

上
参
院
…
。

(
日
)
前
掲
註

(
5
)
黄
盛
理
論
文
は
、
市
陽
里
や
賞
利
呈
の
地
名
か
ら
、

こ
れ
ら
の
里
が
江
陵
豚
城
内
に
あ
っ
た
と
推
定
し
て
い
る
。

(
日
)
郷
の
把
握
す
る
戸
籍
に
は
、
首
然
な
が
ら
管
内
の
住
民
の
租
税
納

入
状
況
が
記
載
さ
れ
て
い
た
。
郷
で
は
、
例
え
ば
パ
ス
ポ
ー
ト
後
行

の
際
に
、
申
請
者
の
前
科
、
ま
た
時
に
よ
っ
て
租
税
の
納
入
紋
況
も

チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
た
。
大
庭
倫

「漢
の
沓
夫
」
(
『秦
漢
法
制
史
の
研

究
』
創
文
社
一
九
八
二
)
参
照
。

(
げ
)
圏
版
が
な
い
た
め
穣
讃
の
嘗
否
が
確
認
で
き
な
い
が
、
「
榛
甲
人
」

は
人
名
と
し
て
解
し
が
た
い
。
註

(
2
)
i
論
文
は
兵
器
の
修
理
を

行
う
工
人
で
あ
る
と
す
る
。
あ
る
い
は
官
工
の
宿
舎
が
卒
里
に
置
か

れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

(
日
)

『三
園
士
心
』
貌
書
巻
一
一
一
崖
淡
停
「
年
二
十
三
、
郷
移
矯
正
、
始

感
激
、
讃
論
語
、
韓
詩
」。
巌
耕
望

『中
園
地
方
行
政
制
度
史
』
上

編
(
歴
史
詩
言
研
究
所
専
刊
四
五
一
九
七
四
)
は
、
こ
こ
に
見
え

る
「
正
」
を
里
正
で
あ
る
と
す
る
。

(
m
w
)

前
掲
註
(
日
)
参
照
。
そ
れ
以
前
の
研
究
と
し
て
、
守
屋
美
都
雄

「
父
老
」
(
同

『中
国
古
代
の
家
族
と
園
{
乏
東
洋
史
研
究
曾

一
九
六
八
所
牧
)
参
照
。
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(初
)

『
漢
書
』
巻
九

O
酷
吏
弔
ア
賞
惇

「
永
始
・
元
延
開
:
:
:
賞
以
三
輔

古
阿
第
選
{
寸
長
安
令
、
得
萱
切
便
宜
従
事
。
:
:
:
乃
部
戸
曹
橡
史
、
血
ハ

郷
吏
・
亭
長
・
里
正

・
父
老
・
伍
人
、
雑
琴
長
安
中
軽
薄
少
年
悪
子
、

鑑
…
市
籍
商
販
作
務
、
而
鮮
衣
凶
服
被
鎧
杵
持
刀
兵
者
、
悉
籍
記
之
、

得
数
百
人
。
」

(
幻
)

『
墨
子
』
競
令
篇
(
テ
キ
ス
ト
は
山
今
仲
勉
『
墨
子
城
守
各
篇
簡

注
』

古
籍
出
版
枇

一
九
五
八
に
よ
る
)

困
城
内
里
矯
八
部
、
部
一
吏
、
吏
従
四
人
、
以
行
衝
術
及
里
中
。
里

中
父
老
不
輿
守
之
事
及
曾
計
者
、
分
里
以
筋
四
部
、
部

一長、

以
苛

往
来
、
不
以
時
行
、
行
而
有
他
異
者
、
以
得
其
姦
。

里
正
輿
父
老
皆
守
宿
里
門
、
吏
行
其
部
至
皇
門
、
正
興
関
門
内
吏
、

奥
行
父
老
之
{
寸
及
窮
巷
間
無
人
之
慮
。
姦
民
之
所
謀
第
外
心
、
出
非
車

裂
、
里
輿
父
老
及
吏
主
部
者
不
得
、
品
目
斬
。
得
之
、
除
、
又
賞
之
黄

金
人
二
鐙
。

(
忽
)

『
漢
書
』
巻
三
二
張
耳
陳
絵
傍
「
秦
乱
政
虐
刑
、
残
滅
天
下
、

・
・
頭
舎
箕
品
販
(
服
度
目
、
吏
到
其
家
、
人
人
頭
数
出
穀
、

以
箕品販

之
)
、
以
供
軍
費
」
。
「
准
南
子
』
氾
論
訓
に
は
「
頭
曾
箕
賦
」
の
語

が
見
え
る
。

(
お
)
『
漢
書
』
巻
七
六
韓
延
寄
傍
「
数
年
、
徒
矯
束
郡
太
守

0

・
・
:
治

城
郭
、
牧
賦
租
、
先
明
布
告
其
目
、
以
期
曾
篤
大
事
、
吏
民
敬
畏
趨

郷
之
。」

(μ
)

『漢
書
』
巻
五
八
児
寛
傍
「
遷
左
内
史
。

:
:
・
牧
租
税
、
時
裁
関

狭
、
輿
民
相
仮
貸
、
以
故
租
多
不
入
。
後
有
軍
授
、
左
内
史
以
負
租

謀
殿
、
首
克
。
民
間
嘗
克
、
皆
恐
失
之
、
大
家
牛
車
、
小
家
槍
負
、

輸
租
繊
腐
不
組
、
課
更
以
最
」
。

(
お
)
『
漢
書
』
巻
八
宣
帝
紀
、
黄
龍
元
年
「
詔
日
・
・
・
方
今
天
下
少
事
、

何
跡
役
省
減
、
兵
革
不
動
、
而
民
多
貧
、
盗
賊
不
止
、
其
M
N

口
安
在
。
上

計
簿
具
文
而
己
、
務
第
欺
護
、
以
避
其
謀
」
。
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HAN WOODEN SLIPS FROM FENGHUANG-SHAN

　　　　　　　　　　

IN JIANGLING

Sahara Yasuo

　　

Many tombs from the age of the emperors Wen and Ying of the early period

of the Former Han throughout the Fenghuang-shan 鳳凰山area of the Jiangling

Districtof Hubei Province 湖北省江陵懸ｗｅrｅ investigated from 1973 t0 1975.

Within several of the excavated tombs organic objects such as wooden and woven

artifactshad been particularlywell preserved by the effects of ground water･

Furthermore, lists of furnishings 遣策，ｗｅ｢e alsoｅχcavated from several of the

tombs, and the objects listed therein can be checked against the existing fur-

nishings. This study aims at ａ comprehensive interpretation of the Han-dynasty

wooden slips簡順ｅχcavated from theses tombs.

　　

In general the slipsｅχcavated from Han-era tombs can be categorized as

either funerary documents or those that are not. The former are intimately linked

with the burial ceremony itself,including letters addressed to the ｏ伍dais of the

underworld designed to assist the deceased in addition to the list of funerary ob-

jects. The latter were often written by the deceased in his or her lifetime, varied

in content, and displayed littleceremonial character. My analysis of the funerary

documents proceeds on the basis of this categorization.

　　

First, the following points may be specified on the basis of ａ comparison of

the items in the list of furnishings with the many wooden figurines among the fur-

nishings buried m the Fenghuang-shan tombs in Jiangling.In short, each and every

of these wooden figurines had a personal name written on the list and had been

placed in the tomb to serve the deceased as ａslave. Among them can be seen va-

nous occupations, Ｃａ函age drivers, outriders, chamberlains, domestic and farm

laborers, but these are idealized version ofａ wealthy household. As the deceased

journeyed offto the world of the afterlifewith his household possessions including

his slaves, he sometimes carried letters addressed to the ｏ伍cialsof the under-

world. This kind of funerary document was composed separately from the list of

furnishings and displays specificcharacteristicsaccording to period and region.

　　

Next, I examine the slips that recounted the 回ｅ of the deceased. In the

wooden slips excavated from Tomb No. Ten at Fenghuang-shan in Jiangling, one

sees various items related to the collection of land rents, hay, and head taxes as

　　　　　　　　　　　　　　　　　

－Ｍ－



well as commercial activities,revealing that the deceased was ａ village chief,

lizheng里正. Based on this evidence, one can analyze the role of the villagechief

and the character of his village.First, the residents of the villagesof Shiyang 市陽

里and Dangli 営利里in the χiχJang西郷of Jiangling were of the farming class,

but their area of cultivationwas very small, and it appears that they had to depend

on other methods to make ａliving.In this regard, these ｖⅢages were communi-

ties with an urban character, unlike the typicalHan village｡

　　

The village chief who was buried ｍ Tomb Ｎ０.Ten had been charged with

parceling out corvee labor assignments and the collection of land rents, hay and

the head tax and its payment to the county 郷authorities. This variety of public

service was carried out under direct order of the county, but itis thought that m

practice the villagechief was granted great latitudein fulfillinghis duties. The vil-

lage chief regulated the burden of corvee labor and tａχeswithin his villageand at

times in cooperation with neighboring villages,ｍ order to satisfythe demands of

the government. Therefore the Han villagecan be regarded as one sort of social

community that was complementary to the govemental administration｡

　　

The wooden slips from the Fenghuang-shan in Jiangling strongly reflect the

period of emperors Wen through Ying and the regional flavor of Nanjun 南郡

Jiangling District. Although they are historicalmaterials related to the history of

the Han-dynastic system, they cannot easily be generalized to provide ａ compre-

hensive interpretation. Nevertheless, their most outstanding character is that they

provide a vertical section of ａ society from the poor peasant on the land to the

wealthy ｍ the underworld of a particularperiod and place.

ＡSTUDY OF THE SYSTEM OF REGISTERED

　　　　　

CONTROL IN SONG CHINA

TsujiMasahiro

　　

Bia?z一部四編管, registered control, was one of the new penalties created by

the Song dynasty. As Professor Brian Ｅ. McKnight has pointed out in hiｓ“Ｌａ扨

αｎｄＯｒｄｅｒ　inＳｗｎｅＣｈｉｎａ",this form of punishment was less serious than reg-

istration in units of the provincial armies, ａ penalty known peり回配軍. But

McKnight's description of the features of the bian-guan system includes some in-

accuracies, and he has overlooked other important features.　Regrettably,

McKnight appears to have made no reference to the thesis on the general history

　　　　　　　　　　　　　　　　　

－びー


